
令
和
七
年
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月

横
浜
の
文
化
財

二
十
九

―
横
浜
市
文
化
財
調
査
概
報
―

横
浜
市
教
育
委
員
会
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は
じ
め
に

　
横
浜
市
で
は
、
市
民
の
文
化
の
向
上
に
資
す
る
た
め
、
ま
た
、
横
浜
の
歴
史
を
正
し
く
理
解
す
る
う
え
で
欠
か
せ
な
い
市
内

の
文
化
財
に
つ
い
て
調
査
を
進
め
、
文
化
財
基
礎
資
料
を
作
成
し
て
お
り
ま
す
。

『
横
浜
の
文
化
財
』
は
調
査
成
果
を
報
告
す
る
も
の
で
、
昭
和
五
十
二
年
三
月
以
来
刊
行
を
続
け
て
い
ま
す
。
本
号
に
は
、

令
和
五
年
度
か
ら
六
年
度
に
か
け
て
実
施
し
た
調
査
を
中
心
に
概
要
を
収
録
し
ま
し
た
。

市
民
の
皆
様
が
郷
土
文
化
や
歴
史
・
文
化
財
を
ご
理
解
い
た
だ
く
一
助
と
な
り
、
更
に
文
化
財
を
通
し
て
地
域
の
魅
力
向

上
、
景
観
形
成
、
観
光
資
源
の
創
出
等
、
地
域
の
発
展
に
つ
な
が
れ
ば
幸
い
で
す
。

　
お
わ
り
に
、
調
査
の
実
施
に
対
し
て
御
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
各
社
寺
及
び
各
機
関
の
方
々
、
御
多
忙
の
中
、
調
査
に
当
た

ら
れ
た
調
査
員
の
方
々
に
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
令
和
七
年
三
月

横
浜
市
教
育
委
員
会
事
務
局
生
涯
学
習
文
化
財
課
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目
　
次

は
じ
め
に　

目
次
・
凡
例

横
浜
市
文
化
財
調
査
員
等
名
簿
・
文
化
財
調
査
経
過

調
査
報
告

　

彫
刻

　
　

木
造
釈
迦
如
来
坐
像　

寳
林
寺
（
南
区
）

　
　

木
造
釈
迦
如
来
お
よ
び
右
脇
侍
像　

東
漸
寺
（
磯
子
区
）

　

文
書

　
　

印
融
授
与
覚
日
伝
法
許
可
状　

宝
生
寺
（
南
区
）　
　

　

書
跡
・
典
籍

　
　

仏
垂
般
涅
槃
略
説
教
誡
経
（
仏
遺
教
経
）　

大
本
山
總
持
寺
（
鶴
見
区
）

　
　

正
法
眼
蔵 

諸
法
実
相　

大
本
山
總
持
寺
（
鶴
見
区
）

　
　
「
惣
持
寺
」額
字　

伝
藤
原
行
房
筆　

大
本
山
總
持
寺
（
鶴
見
区
）

　

建
造
物

　
　

松
尾
神
社
本
殿　

松
尾
神
社
（
戸
塚
区
）

　
　

篠
塚
八
幡
社
本
殿　

松
尾
神
社
（
戸
塚
区
）

　
　

坂
本
第
六
社
本
殿　

第
六
社 

（
戸
塚
区
）

　
　

松
尾
神
社
本
殿
・
篠
塚
八
幡
社
本
殿
・
坂
本
第
六
社
本
殿
が

　
　

揃
っ
て
残
っ
た
こ
と
の
意
義

　
　
　
凡
　
例

 

一
、　
『
横
浜
の
文
化
財
―
横
浜
市
文
化
財
調
査
報
告
書
―
』
二
九
号
に
は
、
令
和
五
年
度
か
ら
六

年
度
に
か
け
て
実
施
し
た
文
化
財
調
査
を
中
心
に
、
そ
の
概
要
を
収
録
し
た
。

　
　

 

一
、
収
録
文
化
財
の
配
列
は
各
分
野
内
に
お
い
て
調
査
順
に
よ
る
。

 

一
、
記
述
中
の
異
体
字
・
略
体
字
等
は
一
部
を
の
ぞ
き
常
用
漢
字
な
い
し
正
字
に
改
め
た
。

 

一
、
執
筆
は
横
浜
市
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員
が
担
当
し
、
各
文
末
に
執
筆
者
名
を
示
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

一
、
掲
載
写
真
の
う
ち
彫
刻
は
、
萩
原
哉
（
横
浜
市
文
化
財
主
任
調
査
員
）
及
び
荒
井
孝
則
（
写

真
技
師
）
撮
影
に
よ
る
。

 

ま
た
、
書
籍
・
典
籍
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
大
本
山
總
持
寺
宝
蔵
館
嫡
々
庵
よ
り
提
供
を
受

け
た
。

　
　

 

一
、
本
号
は
監
修
を
山
本
勉
（
横
浜
市
文
化
財
保
護
審
議
会
会
長
）
が
、
編
集
を
花
澤
明
優
美
（
横

浜
市
ふ
る
さ
と
歴
史
財
団
学
芸
員
）
が
担
当
し
た
。
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文
化
財
調
査
経
過

令
和
五
年
度　

 　

　
　
　
　

宝
生
寺　
　
　
　
　
（
南
区
）

令
和
五
年
九
月
二
十
五
日

　
　
　
　

寳
林
寺　
　
　
　
　
（
南
区
）

令
和
五
年
八
月

　
　
　
　

松
尾
神
社　
　
　
　
（
戸
塚
区
）

　
　
　
　

篠
塚
八
幡
社　
　
　
（
戸
塚
区
）

　
　
　
　

坂
本
第
六
社　
　
　
（
戸
塚
区
）

令
和
六
年
三
月
五
日

　
　
　
　

東
漸
寺　
　
　
　
　
（
磯
子
区
）

令
和
六
年
六
月
十
九
日

　
　
　
　

大
本
山
總
持
寺　
　
（
鶴
見
区
）

　
　

任
期　

第
19
期　

令
和
６
年
６
月
１
日
〜
令
和
８
年
５
月
３１
日

　
　

任
期　

第
18
期　

令
和
４
年
６
月
１
日
〜
令
和
６
年
５
月
３１
日

地
域
文
化
財

考

古

記

念

物

無
形
・
民
俗

建

造

物

美
術

工
芸

横
浜
市
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員 

第
１８
期
・
第
19
期

調
査
員
等
名
簿

彫
刻
石
造

文
書

典
籍

工
芸
絵
画

平
野　

卓
治

御
堂
島　

正

浜
田　

晋
介

手
塚　

直
樹

藤
原　

一
繪

服
部　
　

勉

鹿
野　

陽
子

安
室　
　

知 

高
橋　

典
子

大
谷
津
早
苗

吉
田　

鋼
市

水
沼　

淑
子

黒
田　

泰
介

大
野　
　

敏

山
本　
　

勉 

星
野　

玲
子

久
留
島
典
子

西
岡　

芳
文
（
世
界
遺
産
兼
務
）

加
島　
　

勝

相
澤　

正
彦 

（
拡
大
考
古
兼
務
）

（
拡
大
考
古
兼
務
）

（
地
域
文
化
財
・
拡
大
考
古
兼
務
）  

                          

〔
第
19
期
〜
〕

（
地
域
文
化
財
・
拡
大
考
古
兼
務
）

                           〔
〜
第
18
期
〕

（
世
界
遺
産
兼
務
）

                           〔
〜
第
18
期
〕

                           〔
第
19
期
〜
〕

（
地
域
文
化
財
兼
務
）

（
拡
大
考
古
兼
務
）〔
〜
第
18
期
〕

（
拡
大
考
古
兼
務
）〔
第
19
期
〜
〕

（
地
域
文
化
財
・
世
界
遺
産
兼
務
）

　

 

萩
原　

哉

 　

玉
川
大
学

　

 

准
教
授

 

梅
沢　

恵

　

 

共
立
女
子
大
学

　

 

准
教
授

主
任
調
査
員

横
浜
市
文
化
財
調
査
員

 

𠮷
井　

大
門

　

 

横
浜
市
歴
史
博
物
館

　

 

学
芸
員

 

花
澤
明
優
美　

　

 

横
浜
市
歴
史
博
物
館

　

 

学
芸
員 調

査
員
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彫
刻

　

令
和
五
年
度
に
市
指
定
文
化
財
と
な
っ
た
南
区
寳
林
寺
釈
迦
如
来
坐
像
、
同
六
年
度
に
市
指
定
文

化
財
と
な
っ
た
磯
子
区
東
漸
寺
釈
迦
如
来
お
よ
び
右
脇
侍
像
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

　
　
木
造
　
釈
迦
如
来
坐
像

寳
林
寺　
臨
済
宗
円
覚
寺
派　

南
区
永
田
北
一
―
六
―
九

本
像
は
昭
和
五
十
二
年
度
に
横
浜
市
文
化
財
綜
合
調
査
の
対
象
と
な
り
、『
横
浜
の
文
化
財
』
二

（
一
九
七
八
年
三
月
）
に
概
要
が
報
告
さ
れ
、そ
の
後
、諸
書
に
も
紹
介
さ
れ
た
。
二
〇
〇
八
年
八
月
、

二
〇
一
三
年
三
月
に
は
横
浜
市
文
化
財
総
合
調
査
で
再
調
査
を
お
こ
な
い
、
そ
の
成
果
は
『
横
浜
の

文
化
財
』
二
四
（
二
〇
一
五
年
三
月
）
に
報
告
し
た
（
執
筆
萩
原
哉
）。
二
〇
二
一
年
一
月
〜
三
月

開
催
の
横
浜
市
歴
史
博
物
館
「
特
別
展 

横
浜
の
仏
像
―
し
ら
れ
ざ
る
み
ほ
と
け
―
」
に
出
品
し
（
展

観
図
録
に
は
萩
原
哉
に
よ
る
解
説
が
あ
る
）、
そ
の
会
期
中
お
よ
び
二
〇
二
三
年
九
月
二
十
五
日
の

調
査
の
所
見
に
も
と
づ
き
、
同
年
十
二
月
十
五
日
に
横
浜
市
指
定
文
化
財
に
指
定
し
た
。

寳
林
寺
本
堂
に
安
置
さ
れ
る
本
尊
。
寳
林
寺
は
、『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
の
記
載
に
よ
れ
ば
、

円
覚
寺
末
で
大
雅
省
音
（
〜
一
四
一
九
）
を
開
山
と
し
、服
部
玄
庵
（
〜
一
五
四
〇
）
を
開
基
と
し
、

本
堂
に
長
二
尺
ほ
ど
の
本
尊
釈
迦
を
安
置
す
る
と
い
う
。
本
像
は
髪
際
高
一
尺
五
寸
の
三
尺
坐
像
だ

が
、
こ
の
「
本
尊
釈
迦
」
に
該
当
す
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

螺
髪
切
子
形
。
肉
髻
珠
・
白
毫
相
を
あ
ら
わ
す
。
耳
垂
部
環
状
。
三
道
相
を
あ
ら
わ
す
。
衲
衣

は
左
肩
に
懸
か
っ
て
背
面
を
お
お
い
、
右
肩
に
少
し
懸
か
っ
て
正
面
に
ま
わ
り
、
上
縁
を
折
り
返
し

て
再
び
左
肩
に
懸
か
り
端
を
背
面
に
垂
ら
す
。
両
手
屈
臂
。
左
は
膝
上
に
掌
を
仰
ぎ
、
右
は
胸
の
高

さ
に
挙
げ
掌
を
前
に
し
て
立
て
る
。
右
足
を
外
に
し
て
結
跏
趺
坐
す
る
。

ヒ
ノ
キ
と
み
ら
れ
る
針
葉
樹
の
割
矧
ぎ
造
り
で
、
金
泥
塗
り
・
彩
色
。
一
部
に
切
金
文
様
を
認

め
る
。
頭
体
幹
部
一
材
製
。
両
耳
後
縁
を
通
る
線
で
前
後
に
割
矧
ぎ
、
内
刳
り
を
ほ
ど
こ
し
た
う
え

で
割
首
す
る
。
左
肩
以
下
の
体
側
部
、
体
部
背
面
、
右
腰
脇
部
、
両
脚
部
に
別
材
を
矧
ぎ
、
そ
れ
ぞ

れ
内
刳
り
を
ほ
ど
こ
す
。
左
手
首
先
別
材
矧
ぎ
。
右
腕
は
肩
・
肘
先
で
別
材
を
矧
ぎ
、
上
膊
部
は
割

矧
ぎ
を
用
い
て
肉
身
と
衣
を
分
離
す
る
か
。
裳
先
別
材
矧
ぎ
。

表
面
は
錆
漆
下
地
、
黒
漆
塗
り
、
白
色
地
の
う
え
、
肉
身
部
は
金
泥
塗
り
か
。
着
衣
部
は
彩
色
か
。

左
肘
辺
、
同
下
方
、
右
腰
脇
部
後
方
に
赤
系
の
彩
色
地
に
切
金
文
様
の
痕
跡
を
わ
ず
か
に
認
め
る
。

像
内
内
刳
り
面
は
丸
刀
目
を
残
す
。
頭
部
内
素
地
。
体
部
内
墨
塗
り
。

肉
髻
珠
・
白
毫
（
各
水
晶
嵌
入
）、
両
耳
垂
部
、
左
手
首
先
、
右
肘
先
、
脚
部
右
踵
辺
塡
木
、
幹

部
材
地
付
き
後
端
補
強
材
、
表
面
仕
上
げ
の
大
部
分
（
肉
身
部
の
金
泥
塗
り
、
着
衣
部
の
古
色
塗

り
、
地
付
き
の
布
貼
り
漆
塗
り
）、
像
内
体
部
の
墨
塗
り
、
各
後
補
。
光
背
（
蓮
弁
形
挙
身
光
。
高

一
〇
五
・
〇
㎝
。
木
製
、漆
箔
・
彩
色
。
頭
光
に
銅
鏡
嵌
入
）・
台
座（
蓮
華
座
。
高
四
七
・
八
㎝
。
木
製
、

漆
箔
）、
各
後
補
。
像
内
首

部
後
端
中
央
に
花
押
一
、
像
内
背
部
下
方
右
端
に
「
南
無
本
師
」
と

墨
書
す
る
（
像
内
墨
塗
り
は
こ
れ
を
避
け
る
）。
墨
書
の
時
期
は
不
明
。

以
前
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
穏
や
か
な
平
安
後
期
彫
刻
の
作
風
を
示
し
、
割
矧
ぎ
造

り
の
手
法
に
も
そ
の
時
期
の
特
色
を
示
す
が
、
体
部
背
面
に
一
材
を
足
し
て
体
軀
の
奥
行
き
を
増
し

て
い
る
と
こ
ろ
や
衣
文
の
彫
り
が
明
快
な
と
こ
ろ
に
、
鎌
倉
時
代
へ
の
接
近
が
う
か
が
わ
れ
、
十
二

世
紀
第
四
四
半
期
の
製
作
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

像
の
表
面
は
現
状
で
は
肉
身
部
が
金
泥
塗
り
、
着
衣
部
が
古
色
塗
り
に
お
お
わ
れ
る
が
、
着
衣

の
腰
部
な
ど
に
赤
系
の
彩
色
と
そ
の
上
の
切
金
文
様
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
漆
箔
な
ど
に
よ
る
皆

金
色
の
仕
上
げ
が
一
般
的
な
如
来
彫
像
と
し
て
は
異
色
が
あ
る
。
肉
身
が
金
、衣
が
赤
と
い
う
の
は
、

天
台
宗
系
統
の
仏
像
に
お
い
て
伝
統
的
な「
朱
衣
金
体
」と
称
さ
れ
る
彩
色
法
で
あ
り
、絵
画
で
は「
赤

釈
迦
」
の
通
称
で
知
ら
れ
る
京
都
・
神
護
寺
釈
迦
如
来
像
（
国
宝
）
の
着
衣
が
鮮
や
か
な
朱
で
あ
ら

わ
さ
れ
、
精
細
な
切
金
文
様
で
飾
ら
れ
る
の
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
右
脚
を
外
に
し
て
結
跏
趺
坐
す

る
吉
祥
坐
の
坐
法
は
釈
迦
如
来
彫
像
と
し
て
は
異
例
で
、両
手
先
が
後
補
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、

来
迎
印
を
結
ぶ
阿
弥
陀
如
来
像
が
後
世
に
釈
迦
如
来
に
改
変
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
神
護
寺
赤

釈
迦
が
吉
祥
坐
で
あ
る
こ
と
も
注
意
さ
れ
る
。
な
お
、像
内
背
部
下
方
の
「
南
無
本
師
」
の
「
本
師
」

は
一
般
に
釈
迦
如
来
を
さ
す
言
葉
で
あ
り
、銘
記
は
釈
迦
如
来
像
の
そ
れ
と
し
て
不
自
然
で
は
な
い
。

　
（
山
本
勉
）

法
量
（
単
位
㎝
）

像
高
五
一
・
九
（
一
尺
七
寸
一
分
）　

髪
際
高
四
四
・
三
（
一
尺
四
寸
六
分
）　

頂
―
顎

一
七
・
四　

面
長
一
〇
・
〇　

面
幅
一
〇
・
四　

耳
張
一
二
・
五　

面
奥
一
二
・
七　

胸
奥
（
左
）

一
五
・
七　

腹
奥
一
八
・
一　

肘
張
三
四
・
〇　

膝
張
四
二
・
二　

坐
奥
三
五
・
六　

膝
高
（
左
）

七
・
八　

膝
高
（
右
）
八
・
二
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像底 

銘記
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木
造

　
釈
迦
如
来
お
よ
び
右
脇
侍
像

東
漸
寺　
臨
済
宗
建
長
寺
派　

磯
子
区
杉
田
一
丁
目
九
―
一

年
代
が
判
明
す
る
中
世
禅
宗
様
仏
殿
の
最
古
例
で
あ
る
東
漸
寺
釈
迦
堂
（
神
奈
川
県
指
定
重
要

文
化
財
）
の
須
弥
壇
上
に
本
尊
と
し
て
安
置
さ
れ
る
釈
迦
三
尊
像
の
う
ち
の
中
尊
釈
迦
如
来
像
と
右

脇
侍
迦
葉
像
で
あ
る
。
左
脇
侍
阿
難
像
の
本
体
は
戦
後
、
盗
難
に
遭
い
、
現
在
は
右
脇
侍
像
修
理
時

に
新
造
さ
れ
た
像
が
補
わ
れ
て
い
る
。

東
漸
寺
は
蘭
溪
道
隆
の
高
弟
明
窓
宗
鑑
が
他
宗
派
の
寺
院
を
あ
ら
た
め
て
弘
安
六
年

（
一
二
八
三
）
三
月
以
前
に
開
か
れ
た
。
釈
迦
三
尊
像
が
祀
ら
れ
る
釈
迦
堂
は
、
や
は
り
蘭
溪
の
法

嗣
で
円
覚
寺
第
四
世
桃
溪
徳
悟
が
住
持
で
あ
っ
た
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）
に
、
名
越
流
北
条
氏
の

宗
長
が
大
檀
那
と
な
っ
て
建
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
釈
迦
堂
梁
牌
）。
近
世
に
は
本
堂
と
呼
ば
れ
、

幕
末
の
『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に
は
「
本
尊
釈
迦
坐
身
長
二
尺
四
寸
許
、
運
慶
作
、
阿
難
迦
葉
モ

同
作
、
立
像
ニ
テ
長
四
尺
許
」
と
、
阿
難
・
迦
葉
を
脇
侍
と
す
る
釈
迦
三
尊
像
の
存
在
が
記
さ
れ
て

い
る
。

釈
迦
如
来
像
は
禅
定
印
を
結
ぶ
等
身
大
の
坐
像
で
あ
る
。
螺
髪
旋
毛
形
。
肉
髻
珠
・
白
毫
相
を
あ

ら
わ
す
。
耳
垂
部
環
状
。
三
道
相
を
あ
ら
わ
す
。
内
衣
・
衲
衣
・
覆
肩
衣
を
着
け
る
。
内
衣
は
左
胸

か
ら
腹
部
に
か
け
て
あ
ら
わ
れ
る
。
覆
肩
衣
は
背
部
か
ら
右
肩
に
懸
か
り
腕
を
お
お
っ
て
袖
状
に
右

膝
に
懸
か
り
台
座
か
ら
垂
下
す
る
。
右
脇
腹
で
た
る
み
裏
を
見
せ
て
衲
衣
に
た
く
し
込
ま
れ
る
。
衲

衣
は
左
肩
に
懸
か
っ
て
背
面
を
お
お
い
、
右
肩
に
少
し
懸
か
っ
て
正
面
に
ま
わ
り
、
上
縁
を
大
き
く

折
り
返
し
て
再
び
左
肩
に
懸
か
る
。
折
り
返
し
は
正
面
か
ら
見
え
る
と
こ
ろ
で
左
肘
に
お
よ
ぶ
。
左

胸
で
下
層
の
衣
を
少
し
引
き
出
し
て
上
層
の
縁
に
懸
け
る
。
衲
衣
の
上
層
は
脚
部
正
面
か
ら
左
膝
に

懸
か
り
台
座
か
ら
垂
下
す
る
。
台
座
正
面
で
は
衲
衣
上
層
の
垂
下
部
の
下
に
二
段
の
衣
垂
下
部
が
あ

ら
わ
さ
れ
、
上
段
は
衲
衣
の
下
層
、
下
段
は
裙
と
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
両
手
屈
臂
。
腹

前
で
両
掌
を
重
ね
る
。
結
跏
趺
坐
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
足
の
上
下
は
判
定
で
き
な
い
。

右
脇
侍
迦
葉
像
は
老
貌
の
三
尺
像
で
あ
る
。
円
頂
。
眉
を
ひ
そ
め
、
わ
ず
か
に
口
を
開
き
歯
を
見

せ
る
。
眉
尻
の
毛
が
長
く
垂
れ
、
額
に
皺
を
あ
ら
わ
す
。
耳
垂
部
環
状
。
袈
裟
と
裙
を
着
け
る
。
袈

裟
は
左
肩
を
お
お
い
背
面
に
ま
わ
っ
て
上
縁
を
折
り
返
し
、
右
肩
を
あ
ら
わ
に
し
て
右
腋
下
を
通
っ

て
正
面
に
ま
わ
り
（
偏
袒
右
肩
）、
上
縁
を
折
り
返
し
た
ま
ま
再
び
左
肩
に
懸
か
る
。
折
り
返
し
は

肘
か
ら
垂
れ
腰
辺
の
高
さ
ま
で
至
る
。
裙
は
正
面
右
脚
内
側
で
右
前
に
打
ち
合
わ
せ
る
。
両
手
屈
臂
。

手
先
は
胸
前
正
面
で
合
掌
し
第
一
指
を
立
て
他
指
を
組
む（
外
縛
印
）。頭
を
か
が
め
背
を
ま
る
め
て
、

右
足
を
や
や
踏
み
出
し
て
立
つ
。
両
足
を
板
の
上
に
載
せ
る
。

二
像
は
い
ず
れ
も
ヒ
ノ
キ
と
み
ら
れ
る
針
葉
樹
の
寄
木
造
り
で
、
玉
眼
を
嵌
入
す
る
。
現
在
、
中

尊
は
一
九
八
四
年
に
、
右
脇
侍
は
一
九
八
三
年
に
実
施
さ
れ
た
修
理
の
際
に
表
面
し
あ
げ
が
新
補
さ

れ
て
い
る
が
、
修
理
施
工
業
者
（
明
古
堂
）
が
作
成
し
た
修
理
報
告
書
と
添
付
写
真
に
よ
っ
て
構
造

等
の
確
認
が
可
能
で
あ
る
。

釈
迦
如
来
像
は
、
頭
体
幹
部
を
前
後
左
右
の
四
材
よ
り
彫
成
し
、
内
刳
り
の
う
え
、
着
衣
の
襟
に

沿
っ
て
頭
・
胸
部
を
体
部
か
ら
割
矧
ぎ
、
正
面
二
材
は
さ
ら
に
三
道
下
で
割
矧
ぐ
（
割
首
）。
後
頭

部
中
央
の
矧
ぎ
目
に
左
右
二
材
の
襠
材
を
挿
む
。左
右
肩
以
下
の
体
側
部
は
各
前
後
二
材
矧
ぎ
付
け
。

内
刳
り
す
る
。
以
上
の
材
は
上
げ
底
式
に
像
底
を
浅
く
刳
り
残
す
。
体
部
背
面
に
地
付
き
に
達
す
る

左
右
三
材
を
貼
り
付
け
る
。
左
体
側
部
外
側
地
付
き
に
小
材
を
矧
ぐ
。
両
脚
部
は
横
木
前
後
二
材
を

矧
ぎ
、
内
刳
り
す
る
。
螺
髪
木
製
植
え
付
け
。
脚
部
材
の
上
に
左
右
袖
口
を
矧
ぎ
、
両
手
首
先
を
挿

し
込
み
矧
ぎ
と
す
る
。
裳
先
中
央
は
垂
下
部
を
ふ
く
め
別
材
矧
ぎ
。
裳
先
左
右
垂
下
部
は
各
二
材
矧

ぎ
。
玉
眼
の
押
さ
え
板
は
左
右
別
材
。
上
下
の
縁
を
木
釘
で
留
め
る
。
像
内
は
素
地
か
。
本
来
の
像

底
は
黒
漆
塗
り
か
。
玉
眼
は
瞳
黒
。
赤
で
縁
取
り
。
白
目
白
。
目
頭
・
目
尻
を
青
く
ぼ
か
す
。
白
毫（
水

晶
）
後
補
。
螺
髪
の
約
半
数
、肉
髻
珠
（
水
晶
）、像
底
開
口
部
蓋
板
、各
新
補
。
表
面
の
す
べ
て
（
螺

髪
群
青
彩
。
そ
の
他
錆
漆
下
地
。
肉
身
部
金
泥
塗
り
。
眉
・
髭
鬚
、
各
墨
描
。
唇
朱
彩
色
。
着
衣
部

漆
箔
。
像
底
地
付
き
部
お
よ
び
裳
先
裏
面
黒
漆
塗
り
）
新
補
（
修
理
以
前
は
後
補
の
漆
箔
の
上
に
肉

身
部
に
は
ベ
ン
ガ
ラ
、
着
衣
部
に
は
古
色
塗
り
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
た
）。

右
脇
侍
像
は
、
左
肩
以
下
の
体
側
部
、
右
腕
上
膊
を
ふ
く
む
頭
体
幹
部
を
前
後
左
右
の
四
材
よ

り
彫
成
し
、
左
右
の
矧
ぎ
目
の
間
に
は
襠
材
を
挿
む
。
内
刳
り
の
う
え
、
割
首
し
、
露
出
す
る
左
右

脛
以
下
を
割
矧
ぐ
。
面
部
正
面
に
別
材
を
矧
ぐ
。
右
腕
は
肘
・
手
首
で
矧
ぐ
。
左
手
首
先
矧
ぎ
付
け
。

足

素
地
。
像
内
は
素
地
か
。
玉
眼
は
瞳
の
中
心
黒
。
周
囲
は
薄
青
色
。
白
目
白
。
目
頭
・
目
尻
を

赤
く
ぼ
か
す
か
。
表
面
の
す
べ
て
（
錆
漆
下
地
。
肉
身
部
漆
塗
り
。
着
衣
部
彩
色
・
切
金
）
新
補
（
修

理
前
は
後
補
の
泥
下
地
彩
色
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
た
）。

釈
迦
如
来
像
の
光
背
（
二
重
円
相
。
蓮
弁
形
挙
身
光
。
高
一
六
一
・
三
㎝
。
木
製
。
古
色
塗
り
）・

台
座
（
蓮
華
座
。
高
八
八
・
〇
㎝
。
木
製
。
漆
塗
り
）、
は
い
ず
れ
も
後
補
。
右
脇
侍
像
の
台
座
（
荷

葉
座
・
礼
盤
座
。
高
三
二
・
三
㎝
。
木
製
。
漆
塗
り
。
礼
盤
座
に
隅
金
具
付
き
）
も
後
補
で
あ
る
（
表
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面
仕
上
げ
は
一
九
八
三
年
の
新
補
）。
こ
れ
と
一
対
を
な
す
左
脇
侍
阿
難
本
体
は
右
脇
侍
修
理
時
の

明
古
堂
に
よ
る
新
補
で
あ
る
が
（
像
高
九
九
・
八
㎝
。
木
造
。
彩
色
）、
台
座
（
高
二
〇
・
九
㎝
）
は

右
脇
侍
分
と
同
時
の
作
で
あ
る
。

二
像
は
そ
の
作
風
か
ら
南
北
朝
時
代
初
期
、
十
四
世
紀
半
ば
に
近
い
頃
の
製
作
と
考
え
ら
れ
、
そ

の
時
期
は
釈
迦
堂
創
建
か
ら
は
多
少
遅
れ
る
の
で
当
初
か
ら
の
本
尊
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
当
時
の
禅
宗
様
仏
殿
の
本
尊
の
形
式
を
示
す
も
の
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。

釈
迦
如
来
と
左
右
の
脇
侍
像
、
い
わ
ゆ
る
釈
迦
三
尊
像
で
は
脇
侍
を
二
軀
の
菩
薩
像
と
す
る
の

が
飛
鳥
時
代
以
来
の
日
本
の
伝
統
で
あ
る
が
、
鎌
倉
時
代
に
は
い
っ
て
、
お
そ
ら
く
中
国
の
影
響
で

仏
弟
子
の
う
ち
か
ら
迦
葉
・
阿
難
の
二
尊
者
を
抽
出
し
て
脇
侍
と
す
る
作
例
が
禅
宗
寺
院
を
中
心
に

あ
ら
わ
れ
る
（
迦
葉
・
阿
難
の
左
右
の
別
は
一
定
し
て
い
な
い
）。
彫
刻
で
は
、
十
三
世
紀
後
半
の

作
と
目
さ
れ
る
京
都
・
東
福
寺
仏
殿
像
、
元
徳
二
年
（
一
三
三
〇
）
な
い
し
三
年
の
福
島
・
楞
厳
寺

像
な
ど
が
そ
の
古
例
で
あ
り
、
南
北
朝
時
代
初
期
に
は
貞
和
三
年
（
一
三
四
七
）
七
条
仏
師
康
俊
作

の
和
歌
山
・
海
雲
寺
像
が
あ
る
が
、
東
漸
寺
釈
迦
堂
像
も
比
較
的
古
い
作
例
と
い
え
る
。

坐
形
の
如
来
像
は
鎌
倉
時
代
前
期
ま
で
の
作
例
は
ほ
と
ん
ど
が
上
半
身
に
は
衲
衣
一
枚
を
着
け

る
姿
で
あ
る
が
、
鎌
倉
時
代
中
期
以
降
に
は
本
釈
迦
如
来
像
の
よ
う
に
、
右
肩
を
お
お
う
覆
肩
衣
を

併
用
す
る
作
例
が
増
加
す
る
。
釈
迦
如
来
の
印
相
は
伝
統
的
に
施
無
畏
与
願
の
印
を
結
ぶ
も
の
が
多

い
が
、
鎌
倉
後
期
以
後
に
は
菩
薩
形
の
宝
冠
釈
迦
像
を
中
心
に
禅
定
印
を
結
ぶ
も
の
が
増
え
、
本
釈

迦
如
来
像
の
よ
う
な
通
形
の
如
来
形
像
で
も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
本
釈
迦
如
来
像
の
よ
う
に
衣
の

袖
や
裾
を
台
座
に
懸
け
て
長
く
垂
ら
す
形
式
の
仏
菩
薩
像
を
「
法
衣
垂
下
像
」
と
い
い
、
そ
の
形
式

は
中
国
宋
元
時
代
の
絵
画
の
形
式
を
写
し
て
成
立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
鎌
倉
時
代
中
期

に
先
駆
的
な
表
現
が
み
ら
れ
、
十
四
・
十
五
世
紀
に
鎌
倉
地
方
を
中
心
と
す
る
関
東
で
多
く
の
作
例

が
確
認
さ
れ
る
。
本
釈
迦
如
来
像
と
同
形
の
規
準
作
例
と
し
て
、
か
つ
て
鎌
倉
市
・
建
長
寺
千
龍
庵

に
伝
来
し
た
、
康
安
二
年
（
一
三
六
二
）
運
朝
作
の
東
京
・
光
厳
寺
釈
迦
如
来
像
（
東
京
都
指
定
文

化
財
）
が
あ
る
が
、
脚
部
や
垂
下
部
の
着
衣
の
表
現
が
形
式
化
し
て
い
る
同
像
に
く
ら
べ
て
本
釈
迦

如
来
像
の
写
実
味
の
あ
る
表
現
が
年
代
的
に
先
行
す
る
の
が
わ
か
る
。

迦
葉
は
「
摩
訶
迦
葉
」「
大
迦
葉
」
と
も
い
う
が
、
釈
迦
十
大
弟
子
の
一
で
、「
頭
陀
第
一
」（
衣

食
住
に
関
す
る
修
行
に
最
も
優
れ
る
）
と
称
さ
れ
た
。
釈
迦
教
団
の
長
老
と
し
て
老
相
で
、
若
年
相

の
阿
難
と
対
比
的
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
る
。
本
迦
葉
像
と
の
比
較
に
適
し
た
彫
刻
作
例
は

か
な
ら
ず
し
も
多
く
な
い
が
、
鎌
倉
時
代
、
十
三
世
紀
後
半
の
作
と
目
さ
れ
る
東
福
寺
仏
殿
釈
迦
三

尊
像
中
の
迦
葉
像
と
は
同
系
統
で
あ
り
な
が
ら
こ
れ
と
く
ら
べ
る
と
、
本
迦
葉
像
の
表
現
は
や
や
形

式
化
し
た
観
が
否
め
な
い
。
ま
た
、
元
徳
二
年
な
い
し
三
年
の
福
島
・
楞
厳
寺
、
貞
和
三
年
の
和
歌

山
・
海
雲
寺
の
各
釈
迦
三
尊
像
中
の
迦
葉
像
と
は
、
作
風
が
異
な
り
比
較
し
に
く
い
と
こ
ろ
が

あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
中
尊
釈
迦
如
来
像
と
は
細
部
の
彫
法
に
も
共
通
点
が
あ
り
、
こ
れ
と
同

時
の
作
と
み
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
。

本
二
像
の
作
家
系
統
に
つ
い
て
は
、
釈
迦
如
来
像
を
中
心
に
考
察
す
る
こ
と
と
な
る
が
、　

中
世

に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
法
衣
垂
下
像
の
形
式
が
鎌
倉
地
方
で
展
開
し
た
こ
と
か
ら
、
一
連
の
作
例
を

造
っ
た
作
家
も
こ
の
地
方
で
造
像
を
継
承
し
た
者
と
み
ら
れ
る
。
光
厳
寺
釈
迦
如
来
像
の
作
者
運
朝

も
そ
の
一
人
で
、
観
応
二
年
（
一
三
五
一
）
の
横
須
賀
市
・
長
安
寺
不
動
明
王
像
の
銘
に
よ
れ
ば
、

運
慶
五
代
と
し
て
そ
の
名
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
実
際
に
運
慶
と
師
承
関
係
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は

別
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
永
仁
二
年
（
一
二
九
四
）
に
横
浜
市
金
沢
区
・
光
伝
寺
地
蔵
菩
薩
像
（
神

奈
川
県
指
定
重
要
文
化
財
）
を
造
っ
た
康
増
な
ど
に
も
連
な
る
、
鎌
倉
を
中
心
と
す
る
地
域
に
定
着

し
て
い
た
運
慶
派
仏
師
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
本
二
像
の
作
者
は
、
や
や
お
と
な
し
い
作
風
に
独
特

の
個
性
が
あ
る
が
、
運
朝
よ
り
も
一
世
代
ほ
ど
前
の
同
系
統
の
仏
師
の
一
人
と
考
え
て
も
よ
い
で
あ

ろ
う
。

本
二
像
は
一
九
八
〇
年
の
神
奈
川
県
立
博
物
館
「
特
別
陳
列
東
漸
寺
」
に
出
品
さ
れ
、
中
尊
は

南
北
朝
時
代
の
、
右
脇
侍
は
室
町
時
代
の
作
と
し
て
評
価
さ
れ
た
が
（
展
観
小
冊
子
に
清
水
眞
澄
に

よ
る
解
説
が
あ
る
）、一
九
八
二
年
の
横
浜
市
文
化
財
綜
合
調
査
の
際
に
は
対
象
と
な
っ
て
い
な
か
っ

た
。
今
回
、
二
〇
二
四
年
三
月
五
日
の
調
査
に
も
と
づ
き
、
同
年
十
一
月
二
十
五
日
に
横
浜
市
指
定

文
化
財
に
指
定
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
山
本
勉
）

法
量
（
単
位
㎝
）

〔
釈
迦
如
来
〕
像
高
八
四
・
六
（
二
尺
七
寸
九
分
）　

髪
際
高
七
五
・
〇
（
二
尺
四
寸
八
分
）　

頂

―
顎
二
八
・
〇　

面
長
一
八
・
一　

面
幅
一
六
・
〇　

耳
張
二
一
・
三　

面
奥
二
三
・
六　

胸
奥

二
九
・
〇　

腹
奥
三
五
・
〇　

肘
張
五
四
・
一　

膝
張
六
五
・
八　

膝
高
（
左
）
一
五
・
〇
（
右
）

一
三
・
〇　

裳
裾
垂
下
部
高
（
左
）
四
〇
・
七
（
右
）
三
九
・
二　
〔
右
脇
侍
〕
像
高
九
三
・
八
（
三

尺
一
寸
）　

頂
―
顎
一
九
・
四　

面
幅
九
・
九　

耳
張
一
二
・
七　

面
奥
一
六
・
〇　

胸
奥
（
左
）

一
六
・
六
（
右
）
一
六
・
一　

腹
奥
一
九
・
三　

肘
張
三
五
・
〇　

裙
裾
張
二
九
・
八　

足
先
開

二
三
・
七
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釈迦如来
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釈迦如来および両脇侍像（新補の左脇侍阿難をふくむ）

右脇侍（迦葉）
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文
書

　

令
和
五
年
度
に
横
浜
市
指
定
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
南
区
宝
生
寺
印
融
授
与
覚
日
伝
法
許
可

状
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

　
　
印
融
授
与
覚
日
伝
法
許
可
状

宝
生
寺　
高
野
山
真
言
宗　

南
区
堀
ノ
内
町
一
―
六
八

横
浜
市
南
区
堀
ノ
内
町
に
所
在
す
る
宝
生
寺
は
、
青
龍
山
宝
金
剛
院
と
号
し
、
古
義
真
言
宗(

高

野
山
派)

に
属
す
る
。
通
称
は
石
川
宝
生
寺
。
室
町
時
代
に
は
当
地
の
権
力
者
の
庇
護
を
受
け
、「
堀

之
内
談
所
」「
石
川
談
義
所
」
と
呼
ば
れ
る
真
言
宗
の
学
問
寺
と
し
て
重
要
な
役
割
を
も
ち
、
神
奈

川
湊
に
近
接
す
る
地
の
利
を
得
て
多
数
の
学
僧
が
往
来
す
る
宗
教
的
拠
点
と
な
っ
て
い
た
。

幸
い
に
も
関
東
大
震
災
・
横
浜
大
空
襲
の
被
害
を
免
れ
、
江
戸
時
代
初
期
に
再
興
さ
れ
た
伽
藍

を
残
し
、
よ
く
保
存
さ
れ
た
境
内
林
（
神
奈
川
県
指
定
天
然
記
念
物
）
と
と
も
に
古
い
景
観
を
保
っ

て
い
る
。
宝
生
寺
に
は
、
中
世
以
来
受
け
継
が
れ
て
き
た
美
術
工
芸
品
（
彫
刻
・
絵
画
・
工
芸
）
が

よ
く
残
さ
れ
て
お
り
、
主
要
な
も
の
は
横
浜
市
指
定
文
化
財
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
宝
生
寺
に
伝
来

し
た
文
献
資
料
は
、「
横
浜
」
の
地
名
の
初
見
と
さ
れ
る
嘉
吉
二
年
（
一
四
四
二
）
の
寄
進
状
や
太

田
道
灌
書
状
を
は
じ
め
と
す
る
中
世
文
書
が
有
名
で
「
宝
生
寺
文
書
」（
昭
和
六
十
三
年
指
定
、
四

巻
二
十
五
通
。
神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
寄
託
）
と
し
て
横
浜
市
指
定
文
化
財
に
な
っ
て
い
る
。
さ

ら
に
寺
内
に
保
管
さ
れ
る
南
北
朝
時
代
以
降
の
宝
生
寺
歴
代
住
持
の
法
脈
伝
授
を
証
す
る
印
信
は
、

文
書
と
は
別
に
「
宝
生
寺
印
信
集
」（
平
成
元
年
指
定
、
一
巻
十
通
。
神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫
寄
託
）

と
し
て
横
浜
市
指
定
文
化
財
と
な
り
、
そ
れ
以
外
の
仏
教
関
係
の
典
籍
・
写
本
類
は
一
括
し
て
「
宝

生
寺
聖
教
」（
平
成
二
十
八
年
指
定
、
一
九
一
〇
点
。
神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫
寄
託
）
と
し
て
横
浜

市
指
定
文
化
財
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
当
寺
に
は
近
世
以
降
の
文
書
・
典
籍
も
相
当
数
伝
来
し
て
い

る
が
、
ま
だ
指
定
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

こ
の
た
び
古
書
店
を
通
じ
て
出
現
し
た
の
ち
、
宝
生
寺
の
所
蔵
と
な
っ
た
「
印
融
授
与
覚
日
伝

法
許
可
状
」
一
通
は
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

当
流
大
事
悉
以
奉
授
覚
日
法
印

殊
別
記

遍
口
両
伝
当
流
不
共
之

大
事
也
努
々
可
秘
々
々

　
　

文
明
十
八
年
正
月
十
一
日
印
融
（
花
押
）

こ
れ
は
、
三
宝
院
流
の
授
法
に
と
も
な
っ
て
、
流
儀
で
最
も
秘
伝
と
さ
れ
て
い
る
『
別
記
』・『
遍

口
鈔
』
を
伝
授
し
、
秘
蔵
す
る
こ
と
を
命
じ
た
印
融
自
筆
の
切
紙
で
あ
る
。『
遍
口
鈔
』
は
醍
醐
寺

成
賢
の
口
决
を
弟
子
の
道
教
が
筆
録
し
た
秘
伝
書
で
、
三
宝
院
流
道
教
方
（
地
蔵
院
流
）
で
殊
に
重

ん
じ
ら
れ
た
聖
教
で
あ
る
。『
別
記
』
は
永
暦
元
年
（
一
一
六
〇
）
二
月
に
醍
醐
寺
座
主
・
実
運
の

末
期
に
際
し
て
し
た
た
め
た
口
伝
『
当
流
嫡
々
三
重
相
承
秘
口
决
』
を
さ
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
醍

醐
寺
の
勝
賢
・
成
賢
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
、
印
融
が
自
筆
で
写
し
、
京
都
遍
照
心
院
（
大
通
寺
）・

洛
南
成
就
院
に
伝
わ
っ
た
と
い
う
来
歴
の
写
本
が
称
名
寺
に
伝
来
し
、
覚
外
題
に
「
別
記
」
と
記
さ

れ
て
い
る
（
称
名
寺
聖
教
一
〇
二
函
一
号
）。

「
印
融
授
与
覚
日
伝
法
許
可
状
」
に
見
え
る
『
別
記
』・『
遍
口
鈔
』
は
両
書
と
も
に
、
残
念
な
が

ら
宝
生
寺
聖
教
に
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
が
、
龍
華
寺
聖
教
（
金
沢
区
所
在
、
横
浜
市
指
定
有
形
文
化

財
）
に
は
印
融
が
融
辨
に
授
与
し
た
文
明
十
年
（
一
四
七
八
）
九
月
二
十
一
日
の
識
語
を
も
つ
『
遍

口
鈔
』
一
巻
が
伝
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
内
容
を
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
同
年
、
三
宝
院
流

の
秘
伝
書
『
灌
頂
口
决
〈
勝
賢
成
賢
口
記
〉』
を
印
融
が
光
徳
寺
住
持
融
恵
に
伝
授
し
た
奥
書
に
は

「
雖
当
流
不
共
之
重
書
、
依
黙
止
求
法
之
志
、
以
自
筆
写
之
」（
当
流
不
共
の
重
書
な
り
と
雖
も
、
求

法
の
志
黙
止
が
た
き
に
依
り
、
自
筆
を
以
て
之
を
写
す
）
と
あ
り
、
文
言
が
共
通
し
て
い
る
（
称
名

寺
聖
教
二
九
九
函
二
号
）。

室
町
時
代
の
真
言
宗
の
学
僧
と
し
て
多
大
な
業
績
を
残
し
た
印
融
（
一
四
三
五
〜
一
五
一
九
）
は
、

榎
下
観
護
寺
・
鳥
山
三
会
寺
を
本
拠
に
し
て
高
野
山
に
遊
学
し
、
東
国
の
各
地
で
活
動
し
た
特
筆
す

べ
き
横
浜
の
先
人
で
あ
る
が
、
世
俗
的
な
書
状
は
全
く
残
っ
て
お
ら
ず
、
著
述
の
中
に
も
自
ら
の
経

歴
や
庇
護
者
に
つ
い
て
何
も
書
き
残
し
て
い
な
い
。
印
融
が
生
ま
れ
、
亡
く
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る

観
護
寺
の
至
近
に
は
榎
下
城
が
あ
り
、
宅
間
上
杉
氏
の
本
拠
と
な
っ
て
い
た
が
、
永
享
の
乱
に
お
い

て
鎌
倉
公
方
・
足
利
持
氏
に
与
同
し
た
上
杉
憲
直
は
、
永
享
十
年
（
一
四
三
八
）
に
武
州
金
沢
に
お
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い
て
滅
ぼ
さ
れ
て
い
る
。「
印
融
授
与
覚
日
伝
法
許
可
状
」に
大
き
く
記
さ
れ
る
印
融
の
花
押
は
、堂
々

と
し
た
高
級
な
武
家
様
で
あ
り
、
印
融
が
生
ま
れ
て
間
も
な
く
滅
亡
し
た
宅
間
上
杉
氏
と
何
ら
か
の

関
わ
り
が
あ
っ
た
可
能
性
も
推
測
せ
し
め
る
。
今
ま
で
印
融
の
花
押
は
聖
教
の
奥
書
に
小
さ
く
記
さ

れ
た
数
点
し
か
知
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
意
味
で
も
貴
重
な
資
料
と
言
え
よ
う
。

「
印
融
授
与
覚
日
伝
法
許
可
状
」
一
通
は
、
以
上
の
宝
生
寺
伝
来
資
料
の
う
ち
「
宝
生
寺
印
信
集
」

と
一
具
を
な
す
法
流
伝
授
を
証
す
る
資
料
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

「
宝
生
寺
印
信
集
」
に
は
、
中
興
開
山
第
一
世
・
覚
尊
（
六
通
）
と
第
五
世
・
覚
日
（
四
通
）
の

伝
法
灌
頂
に
と
も
な
う
印
信
が
残
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
三
宝
院
流
道
教
方
の
伝
授
に
か
か
わ
る

印
信
で
あ
る
が
、伝
来
す
る
も
の
は
伝
法
灌
頂
に
際
し
て
作
ら
れ
る
印
信
の
一
部
で
あ
る
。「
印
信
集
」

に
収
め
ら
れ
る
覚
日
（
？
〜
一
四
八
九
）
の
印
信
は
、
文
明
十
八
年
（
一
四
八
六
）
正
月
十
一
日
に

印
融
か
ら
伝
授
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。『
三
宝
院
伝
法
血
脈
』（『
続
群
書
類
従
』
巻
八
四
三
）
の
印

融
附
法
の
条
に
は
、

覚
日
〈
本
名
長
円
。
石
川
宝
生
寺
〉

文
明
十
八
年
丙
午
正
月
十
一
日
〈
鬼
宿
／
水
曜
〉
於
石
川
宝
生
寺
奉
授
之
。
当
日
秘
密
瑜
祇
灌

頂
奉
授
之
。
以
後
後
日
時
嫡
々
不
共
大
事
奉
令
申
合
処
也
。

当
流
為
資
西
院
〈
能
ー
元
ー
共
ニ
伝
之
〉

教
相
為
師
。
互
為
師
資
之
儀
。
恐
如
頼
助
与
元
瑜
。

と
い
う
記
事
が
あ
り
、
こ
の
日
、
宝
生
寺
で
印
融
か
ら
覚
日
へ
の
伝
法
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
裏

付
け
て
い
る
。
末
行
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
覚
日
か
ら
印
融
へ
は
西
院
流
（
能
禅
方
・
元
瑜
方
）
が

伝
授
さ
れ
て
お
り
、『
西
院
流
血
脈
』（
神
奈
川
県
立
図
書
館
所
蔵
・
金
子
西
明
寺
伝
来
印
融
自
筆
本
）

の
覚
日
の
条
に
、
文
明
十
三
年
（
一
四
八
一
）
正
月
十
一
日
に
石
川
宝
生
寺
に
お
い
て
印
融
へ
の
附

法
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
印
融
と
覚
日
は
、
三
宝
院
流
と
西
院
流
を
相
互
に
伝

授
し
あ
う
関
係
だ
っ
た
の
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
西
岡
芳
文
）

【
参
考
文
献
】

伊
藤
宏
見
『
印
融
法
印
の
研
究
〈
伝
記
篇
〉』
上
・
下
（
私
家
版
、
一
九
七
〇
年
・
一
九
七
一
年
）

田
島
光
男
「
西
院
流
伝
法
灌
頂
相
承
血
脈
鈔
に
つ
い
て
」（『
三
浦
古
文
化
』
四
〇
、一
九
八
六
年
）

横
浜
市
歴
史
博
物
館
編
『
特
別
展　

中
世
よ
こ
は
ま
の
学
僧　

印
融
―
戦
国
に
生
き
た
真
言
密
教
僧

の
足
跡
―
』（
横
浜
市
歴
史
博
物
館
、
一
九
九
七
年
）

西
弥
生
「
中
世
密
教
寺
院
と
口
決
│
道
教
撰
『
遍
口
鈔
』
を
通
し
て
│
」（『
三
田
中
世
史
研
究
』

一
〇
、二
〇
〇
三
年
。
西
弥
生
『
中
世
密
教
寺
院
と
修
法
』〔
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
八
年
〕
第
三

部
第
三
章
と
し
て
収
録
）

神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫
編
『
特
別
展　

横
浜
の
元
祖　

寶
生
寺
―
寶
生
寺
聖
教
横
浜
市
文
化
財
指
定

記
念
―
』（
神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫
、
二
〇
一
七
年
）

印
融
授
与
覚
日
伝
法
許
可
状
（
宝
生
寺
所
蔵
）
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「
宝
生
寺
印
信
集
」（
宝
生
寺
所
蔵
）
よ
り
関
連
文
書 

『
血
脈
類
集
記
』
第
六
奥
書
（
龍
華
寺
所
蔵
「
龍
華
寺
聖
教
」、横
浜
市
歴
史
博
物
館
特
別
展
図
録
『
中

世
よ
こ
は
ま
の
学
僧
・
印
融
』
よ
り
）

『
高
祖
制
戒
文
』
奥
書
（
高
野
山
釈
迦
文
院
所
蔵
、
横
浜
市
歴
史
博
物
館
特
別
展
図
録
『
中
世
よ
こ

は
ま
の
学
僧
・
印
融
』
よ
り
）

『
惣
譜
伝
』
自
署
部
分
（
高
野
山
釈
迦
文
院
所
蔵
、
横
浜
市
歴
史
博
物
館
特
別
展
図
録
『
中
世
よ
こ

は
ま
の
学
僧
・
印
融
』
よ
り
） 

印融授与覚日伝法灌頂印信紹文印融授与覚日霊灌頂印信

印融授与覚日三宝院流座主相承大事 印融授与覚日三宝院流第三重印信
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書
籍
・
典
籍

　

令
和
六
年
度
に
調
査
を
実
施
し
た
、
鶴
見
区
大
本
山
總
持
寺
所
蔵
の
仏
垂
般
涅
槃
略
説
教
誡
経
・

正
法
眼
蔵
・
額
字
に
つ
い
て
報
告
す
る
。
仏
垂
般
涅
槃
略
説
教
誡
経
に
つ
い
て
は
、
令
和
六
年
度
横

浜
市
指
定
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。

　
　
仏
垂
般
涅
槃
略
説
教
誡
経大

本
山
總
持
寺　
曹
洞
宗
大
本
山　

鶴
見
区
鶴
見
二
―
一
―
一

曹
洞
宗
大
本
山
總
持
寺
に
伝
来
す
る
宗
祖
道
元
（
一
二
〇
〇
〜
一
二
五
三
）
自
筆
と
伝
承
さ
れ

る
写
経
。
こ
の
経
典
は
、
釈
迦
が
入
滅
・
涅
槃
を
前
に
し
て
、
最
期
の
教
え
と
し
て
、
仏
教
徒
が
守

る
べ
き
教
誡
を
述
べ
た
と
す
る
内
容
。
禅
宗
で
は
「
四
十
二
章
経
」「

山
警
策
」
と
合
わ
せ
て
仏

祖
三
経
と
呼
び
、
本
経
は
特
に
葬
儀
の
法
要
で
よ
く
用
い
ら
れ
る
。

本
資
料
は
淡
褐
色
を
呈
す
る
楮
打
紙
を
用
い
、
天
界
〇
・
三
㎝ 
地
界
一
・
六
㎝
を
空
け
て
淡
墨
罫

を
引
く
。
界
高
不
等
二
一
・
二
〜
二
一
・
四
㎝
、
界
幅
不
等
お
お
む
ね
二
㎝
。
一
行
十
七
字
。
句
点
お

よ
び
見
出
し
点
は
朱
、
返
点
は
朱
墨
重
ね
書
き
に
し
て
い
る
。
一
二
点
・
上
中
下
点
・
傍
訓
は
本
文

と
同
筆
。
巻
末
に
別
紙
識
語
を
継
ぐ
。
表
紙
、
深
緑
地
八
つ
藤
唐
草
文
様
。
表
紙
裏
、
金
地
に
牡
丹

唐
草
空
押
し
。
水
晶
八
角
軸
頭
。 

木
箱
の
蓋
上
墨
書
「
遺
教
経　

永
平
和
尚
真
蹟
」
底
面
「
享
保
三
戊
戌
年
修
補
之
」
蓋
裏
面
に

青
ゴ
ム
印
ラ
ベ
ル
「
大
本
山
總
持
寺
什
宝
／
昭
和
三
十
三
年
調
査
・
第
壹
九
壹
号
」
側
面
に
「
大
本

山
總
持
寺
蔵
」
と
印
刷
さ
れ
た
ラ
ベ
ル
に
「
伝
承
陽
大
師
筆
／
遺
経
」
と
墨
書
。

巻
末
識
語
「
此
経
者
／
永
平
開
山
和
尚
御
筆
也
／
総
持
寺
丈
室
之
公
用
／
古
室
和
尚
寄
附
之
／

永
享
九
年
〈
丁
巳
〉
二
月
日
誌
之
」。
こ
の
識
語
の
筆
者
は
不
明
。
古
室
和
尚
と
は
總
持
寺
輪
住

第
九
〇
代
の
古
室
法
鑑
（
永
享
九
年
〔
一
四
三
七
〕
二
月
二
十
九
日
就
任
）
と
い
う
（
岩
井
孝
樹

一
九
九
二
年
）。

な
お
九
月
九
日
の
文
化
財
保
護
審
議
会
美
術
工
芸
部
会
の
現
地
調
査
当
日
、
星
野
委
員
の
御
高

配
に
よ
っ
て
、
鶴
見
大
学
文
学
部
文
化
財
学
科
の
研
究
室
に
お
い
て
デ
ジ
タ
ル
マ
イ
ク
ロ
ス
コ
ー
プ

に
よ
る
料
紙
透
過
光
接
写
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
結
果
、
本
資
料
は
楮
の
打
紙
を
使
用

し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

本
資
料
は
總
持
寺
が
能
登
（
石
川
県
輪
島
市
門
前
町
）
に
あ
っ
た
時
代
に
、
輪
住
を
勤
め
た
禅
僧

か
ら
奉
納
さ
れ
た
道
元
真
筆
と
伝
え
ら
れ
る
経
典
で
あ
る
。
全
体
に
詳
し
い
訓
点
・
傍
訓
が
付
さ
れ

て
お
り
、
鑑
賞
用
の
装
飾
経
で
は
な
く
、
学
問
を
目
的
と
し
て
読
解
用
に
写
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
。
書
風
、
訓
点
お
よ
び
カ
ナ
の
書
体
な
ど
か
ら
鎌
倉
時
代
の
書
写
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。

本
書
が
道
元
自
筆
か
ど
う
か
長
年
に
わ
た
る
議
論
が
あ
っ
た
が
、
岩
井
孝
樹
氏
に
よ
る
精
緻
な
比

較
検
討
の
結
果
、
そ
の
可
能
性
が
高
い
も
の
と
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
大
き
な
根
拠
は
、
道
元
の

高
弟
で
あ
る
寂
円
が
開
創
し
た
宝
慶
寺
（
福
井
県
越
前
大
野
市
）
に
伝
来
す
る
「
名
越
白
衣
舎
示
誡
」

一
巻
（
福
井
県
指
定
文
化
財
、『
道
元
禅
師
真
蹟
研
究
資
料
集
』
で
は
「
阿
闍
世
王
之
六
臣
」
と
し

て
収
録
）
と
同
筆
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
資
料
は
「
宝
治
二
年
（
一
二
四
八
）
戊
申
二

月
十
四
日
書
于
相
州
鎌
倉
郡
名
超
白
衣
舎
」
と
い
う
奥
書
を
も
ち
、
宝
慶
寺
三
世
曇
希
（
永
平
寺
六

世
も
兼
務
）が
所
持
し
て
い
た
こ
と
を
示
す「
薦
福
住
持
比
丘
曇
希
護
持
」（
薦
福
は
宝
慶
寺
の
山
号
）

と
い
う
識
語
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
道
元
が
鎌
倉
の
名
越
に
お
い
て
『
大
般
涅
槃
経
』
の
一
文

を
抄
出
し
た
も
の
で
、
こ
の
前
年
よ
り
北
条
時
頼
に
招
か
れ
て
鎌
倉
に
滞
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
す

資
料
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。

道
元
は
そ
れ
か
ら
越
前
の
永
平
寺
に
帰
り
、
五
年
後
の
建
長
五
年
（
一
二
五
三
）
に
病
を
得
て
上

洛
し
、
八
月
に
示
寂
し
て
い
る
。
室
町
時
代
に
編
ま
れ
た
道
元
の
伝
記
『
建
撕
記
』
に
よ
れ
ば
、
末

期
を
悟
っ
た
道
元
は
、大
著
『
正
法
眼
蔵
』
の
最
後
の
巻
と
し
て
「
八
大
人
覚
」
を
著
し
て
い
る
が
、

そ
れ
は
『
仏
遺
教
経
』
に
基
づ
い
て
弟
子
た
ち
へ
の
教
誡
と
し
て
書
き
残
し
た
も
の
と
い
う
。
そ
の

よ
う
な
経
緯
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
本
書
が
晩
年
の
道
元
に
よ
っ
て
写
さ
れ
、
手
許
に
置
か
れ
た
書

で
あ
っ
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

禅
の
極
意
で
あ
る
「
不
立
文
字
」
を
主
唱
し
、
門
弟
た
ち
に
も
そ
れ
を
厳
守
さ
せ
た
道
元
に
は
、

確
実
な
自
筆
本
が
き
わ
め
て
少
な
い
。永
平
寺
と
並
ぶ
曹
洞
宗
の
大
本
山
で
あ
る
總
持
寺
に
お
い
て
、

本
書
は
宗
祖
直
筆
本
と
し
て
六
百
年
近
く
大
切
に
守
ら
れ
て
き
た
什
宝
で
あ
り
、
本
文
の
稀
少
性
と

と
も
に
、
總
持
寺
の
歴
史
を
裏
付
け
る
高
い
価
値
を
も
つ
資
料
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
西
岡
芳
文
）
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【
参
考
文
献
】

『
道
元
禅
師
真
蹟
研
究
資
料
集
』（
永
平
正
法
眼
蔵
蒐
書
大
成
別
巻
、
大
修
館
書
店
、
一
九
八
〇
年
）

岩
井
孝
樹
「
道
元
の
遺
墨
『
仏
遺
教
経
』」（『
仏
教
芸
術
』
二
〇
二
、一
九
九
二
年
）

東
隆
眞
「〈
曹
洞
宗
大
本
山
總
持
寺
蔵
／
伝
道
元
禅
師
真
筆
〉
仏
垂
般
涅
槃
略
説
教
誡
経
」（『
駒

　

沢
女
子
大
学
研
究
紀
要
』
八
、二
〇
〇
一
年
）

岩
井
孝
樹
『
道
元
の
思
想
と
書
』（
大
法
輪
閣
、
二
〇
一
九
年
。
初
出
一
九
九
二
年
）

　
正
法
眼
蔵

　
諸
法
実
相

大
本
山
總
持
寺　
曹
洞
宗
大
本
山　

鶴
見
区
鶴
見
二
―
一
―
一

曹
洞
宗
大
本
山
總
持
寺
に
伝
来
す
る
宗
祖
道
元
自
筆
と
伝
承
さ
れ
る
主
著
『
正
法
眼
蔵
』
の
う

ち
「
諸
法
実
相
」
巻
の
写
本
の
断
簡
。「
玄
砂
院
宗
一
大
師
」
か
ら
「
次
に
聞

子
（
声
）」
ま
で
の

六
行
。
各
行
十
七
〜
十
九
字
前
後
。
本
紙
は
薄
手
の
雁
皮
交
り
楮
打
紙
を
使
用
。
横
皺
が
あ
り
、二
、

三
行
の
間
に
錆
の
よ
う
な
し
み
が
あ
る
。
原
装
不
明
（
片
面
書
の
粘
葉
装
か
）。
上
部
か
ら
中
央
に

か
け
て
虫
穴
が
あ
る
が
本
紙
に
は
か
か
ら
ず
。
牙
軸
の
向
か
っ
て
右
側
を
欠
く
。
天
地
浅
葱
色
染
、

中
回
し
紫
茶
色
牡
丹
唐
草
文
様
。
一
文
字
黄
茶
色
唐
草
文
様
。
全
体
に
古
び
て
剥
離
し
か
け
た
部
分

あ
り
。
題
箋
に
「
高
祖
大
師
御
真
筆　

本
山
代
官
星
野
源
五
郎
斯
良
慇
薦
／
明
治
廿
壹
年
秋
表
褙
修

理
」
木
箱
に
「
永
平
開
山
禅
師
真
毫　
（
押
紙
）「
書
十
四
号
」
星
野
氏
」、
蓋
裏
面
に
「
永
平
開
山

道
元
大
禅
師
御
真
筆　

星
野
氏
」
と
墨
書
。
ゴ
ム
印
ラ
ベ
ル
に
「
直
第
五
十
五
号
」
と
墨
書
。「
大

本
山
總
持
寺
什
宝
（
昭
和
三
十
三
年
調
査
）
参
九
参
号
」
と
記
入
。

『
正
法
眼
蔵
』
の
中
で
も
眼
目
と
さ
れ
る
「
諸
法
実
相
」（
七
十
五
巻
本
の
第
四
十
三
、九
十
五
巻

本
の
第
五
十
）
の
巻
末
に
近
い
部
分
の
断
簡
（『
日
本
思
想
大
系
』
一
三
「
道
元
・
下
」
三
六
頁
五

〜
一
〇
行
に
あ
た
る
部
分
）
で
あ
る
。
完
結
し
た
写
本
の
奥
書
に
よ
れ
ば
、
道
元
が
永
平
寺
を
開
創

す
る
前
年
の
寛
元
元
年
（
一
二
四
三
）
九
月
に
越
前
吉
峰
寺
に
お
い
て
著
し
た
も
の
。『
法
華
経
』

方
便
品
の
「
唯
仏
与
仏
乃
能
究
尋
諸
法
実
相
」
の
文
に
つ
い
て
、
宋
代
の
中
国
で
流
行
し
た
儒
仏
道

三
教
一
致
説
を
否
定
し
、
仏
教
を
最
上
と
す
る
道
元
の
所
説
を
記
し
て
い
る
。

箱
書
き
お
よ
び
外
題
に
よ
る
と
、
こ
の
断
簡
は
能
登
總
持
寺
の
代
官
職
を
世
襲
し
た
星
野
源
五

郎
よ
り
奉
納
さ
れ
た
も
の
で
、
明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
八
）
の
修
理
銘
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
幕
末
・

明
治
初
期
の
寄
進
に
な
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
能
登
總
持
寺
は
明
治
三
十
一
年
四
月
十
三
日
に
全

山
焼
失
し
、
明
治
四
十
四
年
に
至
っ
て
寺
基
を
横
浜
市
鶴
見
区
に
移
転
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の

混
乱
期
に
こ
の
資
料
も
虫
損
等
の
損
傷
を
受
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

本
書
の
連
れ
に
あ
た
る
断
簡
は
石
川
県
金
沢
市
大
乗
寺
・
高
昌
寺
、
香
川
県
高
松
市
見
性
寺
、
愛

知
県
半
田
市
龍
台
院
ほ
か
全
国
十
二
カ
所
に
分
蔵
さ
れ
て
お
り
、
江
戸
時
代
初
期
に
越
前
周
辺
の
旧

『
仏
垂
般
涅
槃
略
説
教
誡
経
』
巻
頭 

 （
大
本
山
總
持
寺
提
供
） 

識
語 

巻
末

収
納
箱
蓋
書
・
外
観  
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蔵
寺
院
か
ら
離
れ
て
、
本
来
の
冊
子
の
形
か
ら
截
断
さ
れ
、
諸
方
に
分
与
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ

る
。
總
持
寺
所
蔵
分
に
続
く
巻
末
の
断
簡
が
山
口
県
長
門
市
大
寧
寺
、
そ
し
て
滋
賀
県
長
浜
市
余
呉

町
洞
寿
院
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

道
元
自
筆
本
の
『
正
法
眼
蔵
』
で
ま
と
ま
っ
た
分
量
を
保
つ
も
の
は
、奥
書
に
花
押
を
据
え
た
「
嗣

書
」（
寛
元
癸
卯
〔
一
二
四
三
〕
奥
書
。
駒
沢
大
学
禅
文
化
歴
史
博
物
館
所
蔵
）
の
ほ
か
、「
行
持
下
」

（
仁
治
三
年
〔
一
二
四
二
〕
奥
書
。
熊
本
県
玉
名
市
広
福
寺
所
蔵
）、「
山
水
経
」（
仁
治
元
年
奥
書
。

愛
知
県
豊
橋
市
全
久
院
所
蔵
、
重
要
文
化
財
）
の
三
種
が
知
ら
れ
る
。
總
持
寺
本
を
含
む
「
諸
法
実

相
」
断
簡
は
、
書
式
・
筆
跡
・
紙
質
・
法
量
と
も
に
そ
れ
ら
と
共
通
す
る
こ
と
か
ら
、
本
来
一
具
を

な
し
て
い
た
『
正
法
眼
蔵
』
の
分
か
れ
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
。

道
元
が
生
涯
を
か
け
て
撰
述
し
た
『
正
法
眼
蔵
』
は
仏
教
史
上
に
燦
然
と
輝
く
大
著
で
あ
る
が
、

自
筆
本
が
残
る
部
分
は
き
わ
め
て
少
な
く
、
断
簡
と
は
い
え
著
者
自
筆
本
が
残
っ
て
い
る
こ
と
は
貴

重
で
あ
る
。
曹
洞
宗
大
本
山
と
し
て
の
總
持
寺
の
格
式
を
示
す
本
書
の
存
在
は
、『
正
法
眼
蔵
』
の

研
究
の
み
な
ら
ず
、
總
持
寺
の
歴
史
を
考
え
る
た
め
に
も
重
要
な
資
料
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
西
岡
芳
文
）

【
参
考
文
献
】

『
道
元
禅
師
真
蹟
研
究
資
料
集
』（
永
平
正
法
眼
蔵
蒐
書
大
成
別
巻
、
大
修
館
書
店
、
一
九
八
〇
年
）

大
本
山
永
平
寺
『
道
元
禅
師
真
蹟
集
』（
大
修
館
書
店
、
一
九
九
九
年
）

岩
井
孝
樹
「
道
元
の
遺
墨
『
仏
遺
教
経
』」（『
仏
教
芸
術
』
二
〇
二
、一
九
九
二
年
）

東
隆
眞
「〈
曹
洞
宗
大
本
山
總
持
寺
蔵
／
伝
道
元
禅
師
真
筆
〉
仏
垂
般
涅
槃
略
説
教
誡
経
」（『
駒

　

沢
女
子
大
学
研
究
紀
要
』
八
、二
〇
〇
一
年
）

岩
井
孝
樹
『
道
元
の
思
想
と
書
』（
大
法
輪
閣
、
二
〇
一
九
年
。
一
九
九
二
年
初
出
）

『
道
元
禅
師
真
筆
『
正
法
眼
蔵
嗣
書
』』（
駒
沢
大
学
禅
文
化
歴
史
博
物
館
、
二
〇
一
九
年
）

　「
惣
持
寺
」
額
字
　
伝
藤
原
行
房
筆

大
本
山
總
持
寺　
曹
洞
宗
大
本
山　

鶴
見
区
鶴
見
二
―
一
―
一

　
曹
洞
宗
大
本
山
總
持
寺
に
伝
来
す
る
額
字
。
本
紙
は
薄
手
の
楮
打
紙
六
枚
を
継
ぎ
、
寺
号
三
文
字

お
よ
び
両
端
の
銘
記
を
貼
り
つ
け
る
。
寺
号
三
文
字
は
輪
郭
に
沿
っ
て
切
り
抜
か
れ
、
若
干
の
凹
凸

を
示
す
こ
と
か
ら
、
額
の
実
物
か
ら
採
拓
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
中
央
に
大
き
く
寺
号
「
惣
持
寺
」、

向
か
っ
て
右
端
中
央
に
「
元
亨
元
年
〈
辛
酉
〉
九
月
十
四
日
〈
甲
申
〉
書
之
」
左
端
に
「
散
位
正
四

位
下
藤
原
朝
臣
行
房
」
と
記
す
。
書
風
は
中
世
に
さ
か
の
ぼ
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
字
画
の
書
き

出
し
は
鳥
形
。

表
装
は
近
年
の
更
新
と
見
ら
れ
る
が
、
掛
緒
は
切
損
し
て
懸
垂
不
能
。
天
地
は
紫
紺
色
地
に
宝

相
華
文
様
、
中
回
し
は
黄
土
色
地
に
金
糸
牡
丹
唐
草
文
様
。
軸
お
よ
び
八
双
金
具
は
魚
々
子
地
に
未
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敷
蓮
華
文
を
浮
き
出
す
。
箱
は
無
銘
、「
行
房
筆
／
惣
持
寺
」
と
走
り
書
き
し
た
紙
片
を
貼
付
。
什

宝
管
理
用
ゴ
ム
印
ラ
ベ
ル
に
は
「
大
本
山
總
持
寺
什
宝
（
昭
和
三
十
三
年
調
査
）
／
第
壹
四
号
」
と

記
す
。　

寺
社
や
宮
殿
の
出
入
口
上
部
に
掲
げ
る
扁
額
に
記
す
文
字
を
「
額
字
」
と
言
う
。
弘
法
大
師
空

海
が
応
天
門
の
額
を
執
筆
し
た
と
い
う
伝
承
（『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
一
の
九
話
）
が
知
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
、
当
代
の
能
書
に
依
頼
し
、
そ
れ
を
扁
額
に
仕
立
て
て
建
物
に
掛
け
る
。
南
北
朝
時
代
の

成
立
と
見
ら
れ
る
入
木
書
（
書
道
教
範
書
）『
麒
麟
抄
』
巻
七
に
は
「
額
書
事
」
と
い
う
章
が
あ
り
、

辟
邪
の
た
め
に
鬼
形
あ
る
い
は
金
剛
力
士
の
姿
を
模
す
な
ど
の
秘
伝
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

本
作
品
の
銘
文
に
よ
れ
ば
、
元
亨
元
年
（
一
三
二
一
）
九
月
に
藤
原
行
房
が
執
筆
し
た
も
の
と

い
う
。
行
房
は
代
々
能
書
家
と
し
て
知
ら
れ
た
世
尊
寺
家
の
当
主
で
、
世
尊
寺
経
尹
の
子
（
実
は
子

息
経
名
の
子
）
で
あ
る
。
横
浜
市
金
沢
区
の
瀬
戸
神
社
に
は
、
延
慶
四
年
（
一
三
一
一
）
四
月
に
寂

尹
（
経
尹
の
出
家
名
）
が
書
い
た
と
い
う
銘
文
を
刻
ん
だ
神
号
額
が
伝
わ
っ
て
お
り
、
六
波
羅
探
題

と
し
て
在
京
中
の
金
沢
貞
顕
の
仲
介
で
染
筆
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
行
房
は
後
醍
醐
天

皇
に
重
用
さ
れ
、
蔵
人
頭
・
左
近
衛
中
将
を
歴
任
し
、
元
弘
の
変
（
一
三
三
一
）
に
よ
っ
て
後
醍
醐

が
隠
岐
に
配
流
さ
れ
た
時
に
は
同
行
し
て
近
侍
し
た
。
足
利
氏
の
造
反
に
よ
り
建
武
政
権
が
崩
壊
し

た
後
、
尊
良
親
王
・
新
田
義
貞
ら
と
北
陸
地
方
の
戦
闘
に
従
軍
す
る
が
、
建
武
四
年
（
一
三
三
七
）

三
月
六
日
に
越
前
金
ヶ
崎
城
（
敦
賀
市
）
が
落
城
し
た
時
に
自
害
し
て
果
て
た
と
い
う
。

本
作
品
の
銘
記
に
従
え
ば
、
世
尊
寺
行
房
が
後
醍
醐
天
皇
の
側
近
と
し
て
活
動
し
て
い
た
時
期

で
あ
る
が
、
こ
の
頃
か
ら
天
皇
は
鎌
倉
幕
府
へ
の
不
信
を
募
ら
せ
、
幕
府
調
伏
祈
祷
を
命
じ
た
と
い

う
風
聞
が
流
れ
て
い
た
と
い
う
。
そ
う
し
た
背
景
の
中
で
、
比
叡
山
を
は
じ
め
地
方
の
有
力
寺
社
を

味
方
に
つ
け
る
た
め
の
工
作
も
展
開
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
こ
の
額
字
も
蓋
然

性
の
高
い
年
次
、
執
筆
者
が
記
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
瑩
山
紹
瑾
の
署
名
と
元
亨
元
年
六
月
十
七

日
の
日
付
を
も
つ
「
總
持
寺
中
興
縁
起
」（
重
要
文
化
財
）
に
よ
れ
ば
、
同
年
四
月
二
十
三
日
に
能

登
国
酒
井
洞
谷
（
石
川
県
羽
咋
市
永
光
寺
）
に
て
瑞
夢
を
感
じ
て
諸
岡
の
地
を
巡
見
し
、
六
月
十
五

日
に
教
院
で
あ
っ
た
總
持
寺
（
諸
岡
観
音
堂
）
を
禅
院
に
改
め
た
。
そ
れ
か
ら
京
都
に
書
状
を
送
っ

て
行
房
卿
に
「
書
額
」
の
染
筆
を
依
頼
し
た
（
即
同
六
月
十
五
日
寅
一
点
也
、
于
時
天
晴
月
明
、
殊

御
堂
宝
前
月
光
頻
明
、
終
取
筆
記
之
、
同
書
雁
札
、
令
上
京
都
、
行
房
卿
書
額
、
依
感
夢
号
總
持
寺

此
意
也
、
頻
可
中
興
歟
、
本
願
已
行
基
也
、
中
興
又
行
生
也
、
額
書
即
行
房
也
、
惟
夫
三
縁
已
和
合
、

百
事
必
円
成
者
歟
）。總
持
寺
に
関
す
る
後
世
の
編
纂
物
で
は
、こ
の
扁
額
を
後
醍
醐
天
皇
下
賜
の「
勅

額
」
と
す
る
が
、
そ
れ
は
史
実
と
は
認
め
が
た
い
。
そ
れ
に
し
て
も
總
持
寺
で
は
こ
の
「
書
額
」
を

創
建
の
由
来
を
証
す
る
重
宝
と
し
て
扱
っ
て
き
た
。

歴
史
的
に
見
る
と
、
能
登
国
の
曹
洞
宗
は
、
文
保
元
年
（
一
三
一
七
）
に
瑩
山
紹
瑾
が
加
賀
大
乗

寺
（
金
沢
市
）
か
ら
招
か
れ
て
能
登
永
光
寺
（
羽
咋
市
酒
井
）
を
開
い
て
瑩
山
派
の
本
拠
と
し
、
建

武
政
権
、
能
登
守
護
吉
見
氏
、
室
町
幕
府
の
外
護
を
受
け
て
利
生
塔
設
置
寺
院
と
な
る
な
ど
、
隆
盛

を
極
め
た
。
た
だ
永
光
寺
は
瑩
山
派
の
中
で
も
明
峰
派
が
主
導
権
を
と
っ
て
い
た
が
、
教
線
は
北
陸

地
方
に
と
ど
ま
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
峨
山
派
が
總
持
寺
を
拠
点
と
し
て
全
国
的
に
勢
力
を
拡
大
し

た
こ
と
か
ら
、
応
永
年
間
末
（
一
四
三
〇
年
前
後
）
以
降
に
は
両
寺
の
地
位
が
逆
転
し
た
。
戦
国
時

代
に
な
る
と
總
持
寺
が
圧
倒
的
な
勢
力
を
獲
得
し
、
対
抗
す
る
永
光
寺
・
大
乗
寺
、
さ
ら
に
は
永
平

寺
を
も
し
の
ぐ
存
在
と
な
っ
て
い
っ
た
。

こ
う
し
て
總
持
寺
が
曹
洞
宗
の
主
導
権
を
獲
得
し
た
こ
と
に
合
わ
せ
て
、
寺
格
を
証
明
す
る
古
文

書
が
造
作
さ
れ
、
後
醍
醐
天
皇
や
南
朝
方
と
の
関
係
を
誇
示
す
る
よ
う
な
操
作
が
行
な
わ
れ
た
も
の

と
見
ら
れ
る
。
開
祖
直
筆
の
縁
起
に
言
及
さ
れ
る
「
書
額
」
は
、
寺
の
由
来
を
記
述
す
る
に
あ
た
っ

て
最
も
象
徴
的
な
什
宝
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
世
尊
寺
行
房
直
筆
の
確
証

は
な
い
が
、
室
町
時
代
に
は
本
額
字
に
基
づ
い
て
扁
額
が
制
作
さ
れ
、
伽
藍
に
掛
け
ら
れ
て
い
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
江
戸
時
代
ま
で
の
總
持
寺
に
関
す
る
資
料
に
こ
の
扁
額
の
所
在
は
確
認
で
き
な
い

が
、
寺
内
に
「
勅
使
門
」
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
こ
に
「
勅
額
」
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い

た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

ち
な
み
に
永
平
寺
に
お
い
て
は
、
応
安
五
年
（
一
三
七
二
）
に
後
円
融
上
皇
よ
り
「
日
本
曹
洞

第
一
道
場
」
と
い
う
宸
筆
（
重
要
文
化
財
）
が
下
賜
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
扁
額
に
仕
立
て
て
山
門

楼
上
に
、
ま
た
宝
治
二
年
（
一
二
四
八
）
の
日
付
と
道
元
の
花
押
を
据
え
た
巨
大
な
山
号
由
来
額
を

山
門
階
下
に
掲
げ
る
な
ど
、
江
戸
時
代
の
制
作
で
は
あ
る
が
、
寺
の
正
統
性
を
誇
示
す
る
た
め
に
扁

額
が
活
用
さ
れ
て
い
る
。

一
般
的
に
言
え
ば
、
図
案
化
さ
れ
た
山
号
寺
号
の
文
字
を
表
し
た
額
字
は
伝
統
的
な
顕
密
寺
院

で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
鎌
倉
時
代
後
期
以
降
に
中
国
の
様
式
に
倣
っ
て
創
建
さ
れ
た
禅
院
で

は
、
禅
宗
独
自
の
扁
額
が
掛
け
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
禅
院
式
の
額
字
は
、「
大
雄
宝
殿
」「
方

丈
」
な
ど
、
建
物
の
性
格
を
直
截
に
示
す
単
語
か
、
あ
る
い
は
抽
象
的
な
禅
語
を
個
性
的
な
筆
致
で

揮
毫
し
た
も
の
が
好
ま
れ
る
。
本
作
品
は
前
者
に
属
す
る
も
の
で
、
總
持
寺
が
禅
宗
に
改
め
ら
れ
る

前
に
諸
岡
観
音
堂
と
呼
ば
れ
た
「
教
院
」（
天
台
系
寺
院
）
で
あ
っ
た
こ
と
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
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か
も
知
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
本
作
品
は
總
持
寺
の
創
建
に
密
接
に
関
係
す
る
重
宝
と
し
て
大
切
に
扱
わ

れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
中
世
に
さ
か
の
ぼ
る
額
字
と
し
て
珍
し
い
遺
品
で
あ
る
。
な
お
、
能
登
の

總
持
寺
祖
院
仏
殿
（
大
正
初
期
再
建
、
国
登
録
有
形
文
化
財
）
の
正
面
に
は
こ
れ
を
扁
額
に
し
て
奉

掲
し
て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
西
岡
芳
文
）

【
参
考
文
献
】

大
久
保
道
舟
編
『
曹
洞
宗
古
文
書
』
上
巻
「
總
持
寺
文
書
」（
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
六
一
年
）

納
冨
常
天
「
新
修
總
持
寺
史
」（『
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
二
三
〜
二
七
、二
〇
一
八

〜
二
二
年
）

伊
藤
良
久
「
永
光
寺
・
總
持
寺
、
両
教
団
勢
力
の
消
長
」（『
駒
沢
大
学
仏
教
学
部
論
集
』

三
〇
、一
九
九
九
年
）

原
田
正
俊
「
南
北
朝
・
室
町
時
代
の
大
乗
寺
・
永
光
寺
・
總
持
寺
」（『
駒
沢
大
学
仏
教
学
部
論
集
』

三
七
、二
〇
〇
六
年
）

横
山
龍
顕
「
瑩
山
禅
師
伝
の
再
検
討
（
一
）」（『
愛
知
学
院
大
学
禅
研
究
所
紀
要
』

四
九
、二
〇
二
一
年
）

「
惣
持
寺
」
額
字 

右
側
年
号
部
分 

左
側
署
名
部
分 
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建
造
物

　

令
和
五
年
度
に
調
査
を
実
施
し
た
戸
塚
区
の
松
尾
神
社
本
殿
、
篠
塚
八
幡
社
本
殿
、
坂
本
第
六
社

本
殿
に
つ
い
て
報
告
す
る
。
い
ず
れ
も
令
和
五
年
度
横
浜
市
指
定
有
形
文
化
財
に
指
定
。
最
後
に
こ

の
三
棟
の
本
殿
が
揃
っ
て
残
っ
た
こ
と
の
意
義
を
総
括
し
、
参
考
文
献
を
掲
出
す
る
。

　
松
尾
神
社
本
殿

松
尾
神
社　
戸
塚
区
上
矢
部
町
四
二
一

　

松
尾
神
社
は
、『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
』
に
よ
る
と
松
尾
社
あ
る
い
は
田
中
社
と
称
し
、
上
矢

部
村
の
小
名
上
村
の
鎮
守
と
伝
え
る
（
１
）。
祭
神
は
大
山
咋
神
で
あ
る
（
写
真
１
〜
３
）。

松
尾
神
社
の
棟
札
写
（
２
）
に
よ
る
と
、
上
矢
部
村
内
に
所
在
す
る
松
尾
神
社
・
篠
塚
八
幡
社
・
坂

本
第
六
社
の
三
社
は
境
内
建
物
再
建
造
営
を
同
年
同
月
同
日
に
行
っ
た
と
伝
え
る
。
す
な
わ
ち
、
寛

政
十
三
年
（
一
八
〇
一
）
二
月
六
日
議
定
、
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
七
月
二
十
三
日
伐
木
、
同
三

年
正
月
二
十
六
日
釿
初
、
同
四
年
六
月
十
九
日
上
棟
、
同
年
同
月
二
十
五
日
遷
宮
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
建
築
造
営
は
鎌
倉
扇
谷
の
河
内
長
左
衛
門
智
英
が
棟
梁
を
つ
と
め
、
河
内
吉
左
衛
門
豊
久
と
江
戸

浅
草
の
彫
工
石
川
藤
吉
郎
豊
信
が
関
与
し
た
こ
と
も
伝
え
る
。
河
内
家
は
建
長
寺
大
工
を
務
め
た
鎌

倉
の
名
門
大
工
家
で
、河
内
長
左
衛
門
智
英
は
建
長
寺
法
堂（
文
政
八
年〔
一
八
二
五
〕、重
要
文
化
財
）

の
立
面
計
画
図
を
享
和
元
年（
一
八
〇
一
）に
描
い
た
。
石
川
家
は『
彫
工
左
氏
後
藤
氏
世
系
図
』（
東

京
国
立
博
物
館
蔵)

（
３
）
に
よ
る
と
、
江
戸
幕
府
彫
物
大
工
・
高
松
又
八
の
系
譜
に
属
す
る
彫
物
大

工
家
で
あ
る
。
な
お
、
現
在
の
拝
殿
・
幣
殿
お
よ
び
本
殿
覆
屋
は
昭
和
四
十
二
年
（
一
九
六
七
）
の

再
建
で
あ
る
（
４
）。

松
尾
神
社
の
棟
札
写
の
内
容
は
、
篠
塚
八
幡
社
の
御
社
造
営
棟
札
（
５
）
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
。

ま
た
、『
河
内
家
文
書
』（
河
内
家
所
蔵
、
鎌
倉
国
宝
館
寄
託
、
鎌
倉
市
指
定
文
化
財
）
に
「
田
中
拝

殿
木
取
寸
尺
帳　

文
化
三
寅
年
八
月
日
」（
６
）（
写
真
４
）、「
文
化
三
寅
四
月　

戸
つ
か
上
ヤ
ベ
松
尾

大
明
神
社
懸
魚
用
」（
７
）（
写
真
５
）
お
よ
び
「
文
化
三
寅
八
月　

田
中
社　

向
拝
虹
梁
用
」
の
原
寸

図
（
８
）（
写
真
６
）
各
一
枚
が
あ
り
、
松
尾
神
社
棟
札
写
お
よ
び
篠
塚
八
幡
神
社
本
殿
棟
札
の
内
容

と
符
合
す
る
（
９
）。

松
尾
神
社
本
殿
は
、
覆
屋
内
に
西
面
し
て
建
つ
総
欅
造
の
一
間
社
流
造
で
、
屋
根
は
杮
葺
と
し
、

正
面
と
側
面
に
切
目
縁
を
巡
ら
し
、
正
面
に
五
級
木
階
と
浜
縁
を
備
え
る
（
写
真
７
〜
11
）。
身
舎

の
正
面
柱
間
は
三
尺
六
寸
、
同
側
面
柱
間
は
三
尺
一
寸
五
分
、
庇
側
面
柱
間
は
二
尺
八
寸
の
計
画
と

考
え
ら
れ
る
（
図
）。

礎
石
は
切
石
に
よ
る
布
基
礎
を
高
く
構
え
、
基
壇
の
よ
う
に
見
せ
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
、

礎
石
周
囲
は
碁
盤
目
状
に
石
敷
と
す
る
。

軸
部
は
礎
石
上
に
土
台
を
廻
し
、
庇
柱
（
唐
戸
面
取
の
角
柱
）
と
身
舎
柱
（
丸
柱
）
を
土
台
建

す
る
（
10
）（
写
真
12
）。
庇
柱
は
虹
梁
状
頭
貫
（
水
引
虹
梁
）
で
繫
ぎ
頭
貫
木
鼻
を
付
す
。
身
舎
柱

と
庇
柱
は
海
老
虹
梁
と
貫
で
繫
ぎ
、
海
老
虹
梁
は
木
鼻
を
付
す
。
身
舎
柱
は
貫
と
長
押
で
繫
ぎ
、
頭

貫
に
木
鼻
を
付
す
。

庇
組
物
は
連
三
斗
組
で
、
軒
桁
を
受
け
、
内
側
に
手
挟
を
組
む
（
11
）（
写
真
13
・
14
）。
中
備
は

厚
肉
彫
の
竜
彫
物
を
配
置
す
る
が
、
も
は
や
蟇
股
と
は
い
え
な
い
形
状
で
あ
る
。
身
舎
組
物
は
出
組

（
手
先
の
秤
肘
木
を
花
肘
木
状
に
作
る
）
で
、
軒
桁
あ
る
い
は
妻
組
の
虹
梁
を
受
け
る
。
中
備
は
蟇

股
と
す
る
（
12
）（
写
真
13
・
15
）。
妻
組
は
虹
梁
上
に
力
神
を
配
し
棟
木
を
受
け
る
（
13
）（
写
真
16
）。

軒
は
二
軒
繁
垂
木
で
、
正
面
は
身
舎
の
地
垂
木
を
打
ち
越
し
て
飛
檐
垂
木
を
重
ね
二
軒
と
す
る
。

垂
木
間
隔
は
柱
間
三
尺
六
寸
を
十
八
支
（
一
支
二
寸
）
と
し
、
螻
羽
は
柱
芯
か
ら
九
・
五
支
分
外
側

に
破
風
板
を
配
置
す
る
。

破
風
板
は
鰭
付
拝
懸
魚
、
降
懸
魚
、
庇
の
降
懸
魚
を
備
え
る
（
14
）（
写
真
17
〜
20
）。
こ
れ
ら
の

懸
魚
類
は
波
型
を
基
調
と
し
六
葉
は
花
形
と
す
る
。

身
舎
の
正
面
は
扉
口
を
構
え
、
側
面
と
背
面
は
横
板
壁
と
す
る
。
扉
口
は
両
脇
に
小
脇
板
と
方

立
を
備
え
て
扉
を
両
外
開
き
に
吊
り
込
む
。扉
は
周
囲
に
框
を
組
ん
だ
桟
唐
戸
で
定
規
縁
を
備
え
る
。

扉
は
全
体
的
に
赤
く
塗
ら
れ
た
形
跡
が
認
め
ら
れ
る
（
15
）（
写
真
21
）。
木
部
の
風
化
程
度
が
少
な
く
、

後
世
の
取
替
材
で
あ
る
。

身
舎
の
正
面
お
よ
び
側
面
は
指
肘
木
に
よ
る
三
手
先
腰
組
で
支
え
た
切
目
縁
を
設
け
る
。
腰
組

下
は
長
押
で
見
切
り
、
長
押
下
は
横
板
壁
と
す
る
。
身
舎
背
面
の
腰
下
も
横
板
壁
と
す
る
。
縁
の
高

欄
は
跳
高
欄
形
式
で
、
正
面
は
擬
宝
珠
柱
に
お
さ
め
（
現
在
擬
宝
珠
金
具
欠
失
）、
側
面
後
端
は
脇

障
子
柱
に
お
さ
め
る
。
脇
障
子
は
胴
部
に
透
か
し
彫
を
嵌
め
、
上
部
に
竹
の
節
と
襷
を
備
え
る
。

庇
は
登
高
欄
付
の
五
級
木
階
を
備
え
、
足
元
に
浜
縁
を
設
け
る
。
登
高
欄
の
後
端
は
擬
宝
珠
柱



－ 19－

に
お
さ
め
、
前
端
は
庇
柱
に
お
さ
め
る
。
浜
縁
は
切
目
長
押
で
見
切
り
、
庇
柱
と
木
階
足
元
も
長
押

で
見
切
る
。

屋
根
は
杮
葺
で
、
軒
付
は
蛇
腹
付
二
重
軒
付
と
い
う
上
等
な
形
式
で
あ
る
。
大
棟
は
品
軒
上
に
箱

棟
を
構
え
、
両
端
に
鰭
付
の
鬼
板
を
備
え
る
が
、
現
在
箱
棟
は
破
損
し
て
お
り
、
箱
棟
上
に
存
在
し

た
で
あ
ろ
う
樋
棟
も
失
わ
れ
て
い
る
。
な
お
、
屋
根
は
箕
甲
（
屋
根
両
端
の
曲
面
）
が
大
き
い
の
が

特
徴
で
あ
る
。
屋
根
は
大
棟
お
よ
び
正
背
面
の
隅
に
破
損
が
認
め
ら
れ
る
が
、
漏
水
な
ど
の
滲
み
や

腐
朽
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
杮
葺
屋
根
自
体
に
風
化
は
少
な
い
。
し
た
が
っ
て
杮
葺
は
当
初
の

状
態
を
留
め
る
可
能
性
が
高
い
。
す
な
わ
ち
本
殿
は
建
築
当
初
か
ら
覆
屋
に
保
護
さ
れ
て
お
り
、
棟

札
写
の
「
雨
覆
」
が
覆
屋
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
隅
部
の
破
損
は
関
東
大
震
災
の
際
に
覆
屋

が
大
破
し
て
本
殿
屋
根
を
傷
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

建
築
装
飾
は
、
本
殿
全
体
に
彫
物
を
多
数
施
す
。
す
な
わ
ち
木
鼻
の
丸
彫
（
唐
獅
子
と
獏
）、
縁

腰
組
の
拳
鼻
、
組
物
の
花
肘
木
ほ
か
の
絵
様
刳
形
、
板
支
輪
の
浮
彫
、
虹
梁
・
海
老
虹
梁
の
絵
様
、

手
挟
の
籠
彫
、
庇
中
備
の
竜
厚
肉
彫
、
蟇
股
、
妻
組
の
力
神
丸
彫
、
身
舎
側
面
・
背
面
壁
板
の
大
羽

目
透
か
し
彫
、
腰
組
間
と
腰
組
下
お
よ
び
浜
縁
正
側
面
と
木
階
下
の
透
か
し
彫
な
ど
、
木
鼻
や
虹
梁

絵
様
・
蟇
股
に
と
ど
ま
ら
ず
各
所
を
丸
彫
や
透
か
し
彫
で
埋
め
尽
く
す
（
16
）（
写
真
22
・
23
）。
な
お
、

彫
物
は
わ
ず
か
に
塗
装
痕
が
認
め
ら
れ
、
彩
色
が
施
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
現
在
一
部
の
彫
刻
が
外

れ
て
い
る
が
、ほ
ぼ
当
初
の
部
材
を
留
め
て
い
る
。
組
物
や
虹
梁
に
お
け
る
絵
様
の
様
式
か
ら
見
て
、

本
殿
は
棟
札
写
が
伝
え
る
文
化
四
年
六
月
上
棟
の
建
築
と
見
て
良
い
。
な
お
、錺
金
具
は
擬
宝
珠（
欠

失
）
と
饅
頭
型
の
長
押
金
具
の
み
で
、
彫
刻
装
飾
が
豊
富
な
点
に
比
べ
る
と
抑
制
さ
れ
て
い
る
（
17
）

（
写
真
24
）。

こ
の
よ
う
に
松
尾
神
社
本
殿
は
、
寛
政
十
三
年
か
ら
文
化
四
年
に
か
け
て
上
矢
部
村
の
三
社
（
松

尾
神
社
・
篠
塚
八
幡
社
・
坂
本
第
六
社
）
が
同
時
に
社
殿
再
建
を
行
っ
た
事
績
を
伝
え
る
遺
構
で
あ

る
点
、
鎌
倉
大
工
の
河
内
家
と
江
戸
彫
物
大
工
の
石
川
家
の
関
与
が
明
ら
か
な
点
、
総
欅
造
の
一
間

社
流
造
建
築
・
杮
葺
屋
根
の
原
形
を
良
く
留
め
る
点
、
が
貴
重
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
野
敏
）

【
注
】

（
１
）
松
尾
神
社
の
名
称
は
『
横
浜
の
近
世
社
寺　

１
神
社
編
』（
横
浜
市
教
育
委
員
会
文
化
財
課
、

一
九
九
一
年
）
に
倣
っ
た
。
な
お
、
篠
塚
八
幡
神
社
棟
札
は
「
松
尾
大
明
神
」、
松
尾
神
社
棟
札

写
は
「
松
尾
大
明
神
」、『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
』
は
「
松
尾
社
、
田
中
社
」
と
記
し
、
神
奈

川
県
知
事
所
轄
の
宗
教
法
人
名
簿
は
「
松
尾
神
社
」
と
す
る
。

（
２
）
出
典
は
『
横
浜
の
近
世
社
寺
建
築　

１
神
社
編
』（
前
掲
注
１
）
七
一
頁
「
33
松
尾
神
社
」
解

説
（
石
渡
惣
平
『
上
矢
部
郷
土
誌
』〔
昭
和
三
年
〕
所
収
）。

奉
再
建
鎮
守
松
尾
大
明
神
御
社
、
議
定
寛
政
十
三
年
辛
酉
年
二
月
六
日
、
伐
木
初
文
化
元
年
甲
子

年
七
月
廿
三
日
、
釿
初
同
三
丙
寅
年
正
月
廿
六
日
、
上
棟
同
四
丁
卯
年
六
月
十
九
日
、
遷
宮
同

年
同
月
廿
五
日
、
惣
地
形

外
惣
敷
石
、
雨
覆
、
幣
殿
、
拝
殿
、
向
拝
殿
、
向
拝
、
表
門

囲
垣
、

両
貫
木
、
末
社
三
神
勧
請
、
棟
梁
扇
谷
住
河
内
長
左
衛
門
智
英
、
同
吉
左
衛
門
豊
久
、
彫
工
江

戸
浅
草
住
石
川
藤
吉
郎
豊
信
、（
中
略
）
篠
塚
八
幡
宮
、
坂
本
第
六
天
社
共
に
三
社
同
年
同
月
同

日
再
建
、
文
化
四
丁
卯
年
六
月
吉
日

（
３
）
こ
の
史
料
は
、伊
藤
龍
一
「
関
東
の
彫
物
大
工
の
系
譜
と
幕
府
彫
物
大
工
棟
梁
高
松
家
」（『
日

本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
報
告
集
』
四
一
四
、一
九
九
一
年
）
に
お
い
て
、
錯
綜
を
改
め
て
紹
介

し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
参
照
し
た
。

（
４
）
現
在
の
本
殿
覆
屋
基
壇
は
二
重
で
あ
る
。
た
だ
し
、
側
面
の
石
階
の
お
さ
ま
り
を
見
る
と
、

下
の
基
壇
が
先
行
し
て
存
在
し
た
ら
し
い
。
い
つ
か
ら
現
状
の
形
式
と
な
っ
た
か
明
ら
か
で
は

な
い
。
ま
た
、
戦
後
の
も
の
と
伝
わ
る
拝
殿
を
写
し
た
古
写
真
が
あ
る
（
写
真
３
）。
屋
根
は
入

母
屋
造
・
茅
葺
で
、
現
在
の
拝
殿
の
前
身
と
思
わ
れ
る
が
建
築
年
代
は
不
詳
で
あ
る
。

（
５
）こ
の
棟
札
は
現
在
拝
殿
内
に
掲
示
し
て
い
る
。
中
央
に「
奉
再
建
篠
塚
八
幡
宮
御
社
」と
記
し
、

本
殿
を
含
む
神
社
全
体
の
造
営
に
つ
い
て
記
録
し
て
い
る
た
め
、「
御
社
造
営
棟
札
」
と
呼
ぶ
こ

と
に
す
る
。
寸
法
と
記
載
内
容
は
以
下
の
通
り
。

尖
頭
形
、
総
高
五
九
二
㎜
、
肩
高
五
六
〇
〜
五
六
一
㎜
、
上
幅
二
二
五
㎜
、
下
幅
二
一
〇
㎜
、
厚

一
三
・
五
〜
一
四
・
〇
㎜
、
杉
、
鉋
、

棟
札
銘
文
（
表
面
） 

※
記
載
は
、
上
半
中
央
お
よ
び
左
の
主
文
、
上
半
右
の
工
程
、
下
半
の
工
事

関
係
者
の
順
と
し
た
。「 

」   

」
は
改
行
。

奉
再
建
篠
塚
八
幡
宮
御
社
」
　

惣
地
形　

惣
敷
石
、
雨
覆
、
幣
殿
、
拝
殿
」
囲
垣
」
外　

田

中
神
社
」
坂
本
第
六
天
宮
」
三
社
同
年
同
月
同
日
再
建
」
議
定　

寛
政
十
三
年
辛
酉
年
二
月
六
日
」

伐
木
初
文
化
元
年
甲
子
年
七
月
廿
三
日
」
釿
初　

同
三
丙
寅
年
正
月
廿
六
日
」
上
棟　

同
四
丁
卯
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年
六
月
十
九
日
」
遷
宮　

同
年
同
月
廿
五
日
」
棟
梁
扇
谷
住
」
河
内
長
左
衛
門
智
英
」
同　

吉
左

衛
門
豊
久
」彫
工　

江
戸
浅
草
住
」石
川
藤
吉
郎
豊
信
」発
起
願
主
」　

名
主　

佐
藤
仁
兵
衛
英
信
」

組
頭
」
葉
山
市
左
衛
門
」
同　

岩
崎
孫
右
衛
門
」
同　

高
梨
弥
治
右
衛
門
」
惣
氏
子
中

（
６
）『
河
内
家
文
書
』「
拝
殿
本
社
寸
尺
帳
」
に
記
さ
れ
る
「
田
中
」
と
は
田
中
社
（
松
尾
神
社
）

の
こ
と
を
指
す
。

（
７
）『
河
内
家
文
書
』「
拝
懸
魚
絵
様
原
寸
図
」
に
は
「
松
尾
大
明
神
社
懸
魚
用
」
と
あ
る
。
本
殿

拝
懸
魚
は
波
型
モ
チ
ー
フ
で
鰭
も
あ
る
の
で
、
こ
の
原
寸
図
は
「
田
中
拝
殿
本
社
寸
尺
帳
」
に

対
応
す
る
拝
殿
懸
魚
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
鎌
倉
国
宝
館
寄
託
。

（
８
）『
河
内
家
文
書
』「
向
拝
虹
梁
絵
様
原
寸
図
」
に
は
「
田
中
社
向
拝
虹
梁
用
」
と
あ
る
が
本
殿

庇
の
虹
梁
絵
様
と
は
一
致
し
な
い
の
で
、
こ
の
原
寸
図
も
「
田
中
拝
殿
本
社
寸
尺
帳
」
に
対
応

す
る
拝
殿
向
拝
用
で
あ
ろ
う
。
鎌
倉
国
宝
館
寄
託
。

（
９
）
史
料
の
内
容
は
松
尾
神
社
拝
殿
の
記
述
で
、
原
寸
図
も
松
尾
神
社
本
殿
と
は
一
致
し
な
い
。

た
だ
し
原
寸
図
の
懸
魚
の
形
状
は
、
篠
塚
八
幡
社
本
殿
と
坂
本
第
六
社
本
殿
の
懸
魚
に
よ
く
似

て
い
る
。

（
10
）
石
積
基
壇
上
に
据
え
た
礎
石
は
、
下
方
の
丈
の
低
い
石
が
地
覆
石
で
、
そ
の
上
に
切
石
布
基

礎
を
設
け
礎
石
と
す
る
。

（
11
）
身
舎
組
物
は
出
組
で
、
海
老
虹
梁
は
庇
頭
貫
高
さ
と
身
舎
頭
貫
高
さ
を
繫
ぐ
。
海
老
虹
梁
は

尻
が
大
き
く
跳
ね
上
が
る
形
状
が
特
徴
で
あ
る
。
手
挟
は
籠
彫
と
す
る
。
庇
組
物
は
大
斗
上
の

肘
木
を
花
肘
木
状
に
作
り
、
身
舎
組
物
は
手
先
肘
木
を
花
肘
木
状
に
作
る
。

（
12
）
身
舎
組
物
は
絵
様
実
肘
木
付
の
出
組
と
し
、
小
天
井
は
彫
物
を
施
す
。
手
先
の
秤
肘
木
は
両

端
に
絵
様
刳
形
を
施
し
て
花
肘
木
状
に
作
り
、
こ
の
上
に
斗
・
絵
様
刳
形
付
実
肘
木
を
重
ね
、
軒

桁
と
妻
虹
梁
を
受
け
る
。
中
備
は
蟇
股
を
配
す
。

（
13
）
妻
組
は
手
先
肘
木
上
に
妻
虹
梁
と
軒
桁
を
組
み
、
妻
虹
梁
は
力
神
モ
チ
ー
フ
の
蟇
股
を
配
し

て
棟
木
を
受
け
る
。
妻
面
丸
彫
の
頭
貫
木
鼻
、
蟇
股
、
小
天
井
、
組
物
肘
木
絵
様
、
虹
梁
絵
様
、

力
神
蟇
股
に
至
る
ま
で
彫
物
を
積
極
的
に
用
い
る
。
な
お
、
木
部
は
総
欅
の
素
木
仕
上
を
基
本

と
す
る
が
、
彫
物
部
分
は
彩
色
を
施
し
て
い
た
痕
跡
が
認
め
ら
れ
る
。

（
14
）
懸
魚
は
、
身
舎
の
拝
懸
魚
（
写
真
17
）
と
降
懸
魚
（
写
真
18
・
19
）、
庇
の
降
懸
魚
（
写
真

20
）
を
備
え
、
い
ず
れ
も
波
型
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
装
飾
化
が
進
ん
で
い
る
。
拝
懸
魚
は
鰭
を

有
し
六
葉
は
花
形
に
作
る
。
降
懸
魚
は
拝
懸
魚
に
準
じ
た
形
状
だ
が
鰭
は
な
い
。
庇
の
降
懸
魚

は
波
型
モ
チ
ー
フ
が
最
も
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
拝
懸
魚
は
向
か
っ
て
右
側
の
鰭
を

欠
い
て
い
る
。

（
15
）
正
面
柱
間
は
切
目
長
押
上
と
内
法
長
押
間
下
に
半
長
押
を
取
り
付
け
、
方
立
柱
と
小
脇
板
を

備
え
、
両
外
開
き
扉
を
吊
り
込
む
。
小
脇
板
外
面
は
透
か
し
彫
を
は
め
込
む
。
扉
は
朱
塗
痕
跡

が
残
る
桟
唐
戸
形
式
で
、
部
材
の
風
化
が
少
な
く
後
補
で
あ
る
。
篠
塚
八
幡
神
社
本
殿
と
坂
本

第
六
天
社
本
殿
の
扉
は
端
嵌
付
の
板
扉
で
あ
る
た
め
、
お
そ
ら
く
松
尾
神
社
本
殿
も
本
来
は
同

様
の
形
式
で
あ
ろ
う
。

（
16
）
身
舎
足
元
部
の
彫
物
は
、
背
面
の
大
型
部
分
を
蓑
亀
、
側
面
は
唐
獅
子
、
側
面
の
腰
組
間
の

中
備
に
力
神
を
配
す
る
。

腰
部
分
は
、
長
押
を
配
し
て
上
下
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
羽
目
板
部
分
に
彫
物
を
配
置
す
る

こ
と
に
よ
り
、
腰
組
の
存
在
が
明
確
に
な
り
、
賑
や
か
さ
も
大
き
く
増
し
て
い
る
。

足
元
は
龍
、浜
縁
切
目
長
押
と
腰
組
下
長
押
（
木
階
下
の
見
切
り
と
な
っ
て
庇
柱
正
面
に
廻
る
）

の
間
に
生
じ
た
狭
間
は
貝
類
、
簓
桁
下
は
猿
の
彫
物
と
す
る
。
狭
間
に
も
彫
物
を
取
り
付
け
る

点
は
徹
底
し
て
い
る
。

（
17
）
総
欅
造
で
彫
物
装
飾
が
豊
富
な
点
が
当
本
殿
の
特
色
と
い
え
る
が
、
釘
隠
金
具
は
饅
頭
型
の

素
朴
な
形
式
で
あ
る
。
金
具
が
外
れ
た
部
分
を
見
て
も
後
世
に
付
け
替
え
た
よ
う
に
見
え
ず
、
当

初
か
ら
こ
の
形
式
と
考
え
ら
れ
る
。
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寸法は実測値㎜で記載し（ ）に計画尺を示す

図　松尾神社本殿平面図
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６　
『
河
内
家
文
書
』
の
向
拝
虹
梁
絵
様
原
寸
図
（
文
化　

　
　

化
三
年
）
と
松
尾
神
社
本
殿
庇
（
向
拝
）
虹
梁
絵
様

５　
『
河
内
家
文
書
』
の
拝
懸
魚
絵
様
原
寸
図
（
文
化
三
年
）

　
　

と
松
尾
神
社
本
殿
拝
懸
魚

２　

松
尾
神
社
拝
殿
お
よ
び
本
殿
覆
屋　

背
側
面

１　

松
尾
神
社
拝
殿
お
よ
び
本
殿
覆
屋　

正
側
面

３　

松
尾
神
社
拝
殿
古
写
真

４　
『
河
内
家
文
書
』「
拝
殿
本
社
寸
尺
帳
」（
文
化
三
年
）
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７　

松
尾
神
社
本
殿　

屋
根
正
面
頂
部
と
覆
屋
の
お
さ
ま
り

８　

松
尾
神
社
本
殿　

正
面

９　

屋
根
上
部
の
破
損
状
況

　
　

正
面
右
隅
の
状
況

箱
はこむね

棟
通常は胴板・屋根板・樋棟の順に組み重ねる
が、ここでは胴板が外れたか倒れてしまっ
ているようである。

鬼
おにいた

板

鰭
ひれ

杮
こけらふき

葺屋根

庇
ひさしはしら

柱

浜
はまえん

縁

２重軒
のきづけ

付

破
は ふ い た

風板

庇降懸魚

庇中
なかぞたえ

備

庇木
きばな

鼻（懸
かけばな

鼻）

庇
こうりょうじょうかしらぬき

虹梁状頭貫水
みずひきこうりょう

引虹梁

定
じょうぎぶち 

規縁

扉

小
こわきいた

脇板と透かし彫

透かし彫

礎石（切石に
よる布

ぬ の き そ

基礎 )

外れた身
も や

舎の木
きばな

鼻（懸
かけばな

鼻）

軒
のきづけ

付の蛇
じゃばら

腹
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10　

松
尾
神
社
本
殿　

正
側
面

11　

松
尾
神
社
本
殿　

背
側
面

12　

松
尾
神
社
本
殿　

礎
石
を
内
部
か
ら
見
た
様
子

中
なかぞなえ

備

庇
ひさしはしら

柱

飛
ひえ ん た る き

檐垂木

庇
ひさしくみもの

組物（連
つれみつど

三斗）

頭
かしらぬききばな

貫木鼻（懸
かけばな

鼻）

2
ふたのきしげたるき

軒繁垂木

上重軒
のきづけ

付

２重軒
のきづけ

付

下重軒
のきづけ

付

（蛇
じゃばら

腹有）

地
 じ た る き

垂木

（打
 うちこしたるき

越垂木）

海
えびこうりょうきばな 

老虹梁木鼻（懸
かけばな

鼻）

浜
はまえん

縁

腰
こしぐみ

組

土
どだ い

台

5級木
もくかい

階

登
のぼりこうらん

高欄

礎
そ せ き き り い し ぬ の き そ

石（切石布基礎）

跳
はねこうらん

高欄

切
きりめえん

目縁

擬
ぎ ぼ し

宝珠柱
はしら

脇
わきしょうじはしら

障子柱

庇の軒
のきけた

桁

海
えびこうりょう

老虹梁

破
は ふ い た

風板

碁
ごばん め じ き

盤目敷の敷石

切
きりめ な げ し

目長押

虹
こうりょうじょうかしらぬき

梁状頭貫

（水
みずひきこうりょう

引虹梁）
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13　

松
尾
神
社
本
殿　

庇
の
海
老
虹
梁
と

　
　

手
挟
み
詳
細

15　

松
尾
神
社
本
殿　

身
舎
組
物
と
中
備

19　

松
尾
神
社
本
殿　

降
懸
魚
（
正
面
側
）

14　

松
尾
神
社
本
殿　

庇
虹
梁
見
返
し

16　

松
尾
神
社
本
殿　

妻
組

18　

松
尾
神
社
本
殿　

拝
懸
魚

20　

松
尾
神
社
本
殿　

庇
の
降
懸
魚

17　

松
尾
神
社
本
殿　

降
懸
魚
（
背
面
側
）
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篠
塚
八
幡
社
本
殿

松
尾
神
社　
戸
塚
区
上
矢
部
四
二
一
番
地

（
所
在
地　

戸
塚
区
上
矢
部
町
一
九
四
九
）

　
『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
』
に
よ
る
と
篠
塚
八
幡
社
は
八
幡
宮
と
称
し
、
小
名
篠
塚
の
鎮
守
と
記

す
（
１
）。
祭
神
は
品
陀
別
命
を
祀
る
。
篠
塚
八
幡
神
社
本
殿
は
御
社
造
営
棟
札
（
写
真
１
）
を
有
し
、

そ
の
内
容
は
松
尾
神
社
棟
札
写
の
内
容
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
松
尾

神
社
・
篠
塚
八
幡
社
・
坂
本
第
六
社
は
同
じ
日
程
で
社
殿
再
建
事
業
が
遂
行
さ
れ
た
（
寛
政
十
三

年
〔
一
八
〇
一
〕
二
月
六
日
議
定
、
文
化
元
年
〔
一
八
〇
四
〕
七
月
二
十
三
日
伐
木
、
同
三
年
正
月

二
十
六
日
釿
初
、
同
四
年
六
月
十
九
日
上
棟
、
同
年
同
月
二
十
五
日
遷
宮
）。
そ
し
て
前
記
三
社
の

造
営
は
、
鎌
倉
扇
谷
の
河
内
長
左
衛
門
智
英
を
棟
梁
と
し
、
河
内
吉
左
衛
門
豊
久
と
江
戸
浅
草
の
彫

工
石
川
藤
吉
郎
豊
信
の
関
与
を
伝
え
る
。河
内
家
は
建
長
寺
大
工
を
務
め
た
鎌
倉
の
名
門
大
工
家
で
、

石
川
家
は
江
戸
幕
府
彫
物
大
工
を
務
め
た
高
松
又
八
の
系
譜
に
属
す
る
彫
物
大
工
家
で
あ
る
。
加
え

て
松
尾
神
社
棟
札
写
は
地
域
の
造
営
関
係
者
名
が
省
略
さ
れ
て
確
認
で
き
な
い
が
、
篠
塚
八
幡
神
社

棟
札
は
そ
の
点
が
明
確
と
な
る
の
で
一
層
価
値
が
高
い
。
現
在
、
本
殿
と
本
殿
覆
屋
は
敷
地
奥
の
石

垣
積
部
分
に
配
置
し
、
拝
殿
は
床
高
を
石
垣
積
部
分
と
同
高
に
構
え
、
幣
殿
が
拝
殿
と
覆
屋
を
繫
ぐ
。

現
在
の
拝
殿
と
覆
屋
は
記
念
碑
に
よ
り
昭
和
四
十
一
年
建
替
と
わ
か
る
（
２
）（
写
真
３
）。
記
念
碑
は

覆
屋
を
「
覆
殿
」
と
記
す
。

篠
塚
八
幡
社
本
殿
は
、
覆
屋
内
に
西
面
し
て
建
つ
総
欅
造
の
一
間
社
流
造
で
、
屋
根
は
杮
葺
で

あ
る
（
写
真
４
・
５
）。

正
面
お
よ
び
両
側
面
に
腰
組
で
支
え
た
切
目
縁
を
巡
ら
し
、
正
面
に
五
級
木
階
と
浜
縁
を
備
え
る

（
写
真
６
〜
８
）。
身
舎
の
正
面
柱
間
は
三
尺
、
同
側
面
柱
間
は
二
尺
六
寸
、
庇
側
面
柱
間
は
二
尺
二

寸
五
分
あ
る
い
は
二
尺
三
寸
の
計
画
と
考
え
ら
れ
る
（
図
）。

礎
石
は
切
石
に
よ
る
布
基
礎
を
高
く
構
え
て
基
壇
の
よ
う
に
見
せ
る
の
が
特
徴
で
あ
る
（
写
真

４
）。軸

部
は
礎
石
上
に
土
台
を
組
み
、庇
柱
（
唐
戸
面
取
の
角
柱
）
と
身
舎
柱
（
丸
柱
）
を
土
台
建
し
（
３
）

（
写
真
９
・
10
）、
庇
柱
は
虹
梁
状
頭
貫
（
水
引
虹
梁
）
で
繫
ぎ
頭
貫
木
鼻
を
付
す
。
身
舎
柱
と
庇
柱

は
海
老
虹
梁
と
貫
で
繫
ぎ
、
海
老
虹
梁
は
木
鼻
を
付
す
（
４
）。
身
舎
柱
は
長
押
と
貫
で
繫
ぎ
、
頭
貫

21　

松
尾
神
社
本
殿

　
　

身
舎
正
面
扉
と
小
脇
板

23　

松
尾
神
社
本
殿

　
　

庇
の
木
階
下
の
彫
物
詳
細

22　

松
尾
神
社
本
殿

　
　

身
舎
足
元
の
彫
物
詳
細

24　

松
尾
神
社
本
殿

　
　

長
押
の
釘
隠
し
金
具
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木
鼻
を
付
す
。

庇
組
物
は
連
三
斗
組
で
、
軒
桁
を
受
け
、
内
側
に
手
挟
を
組
む
。
中
備
は
竜
の
厚
肉
彫
を
配
置
す

る
が
そ
の
形
状
は
も
は
や
蟇
股
の
原
形
を
留
め
て
い
な
い
（
写
真
11
〜
14
）。
身
舎
組
物
は
出
組
（
手

先
の
秤
肘
木
は
実
肘
木
兼
用
）
で
、
軒
桁
あ
る
い
は
妻
組
虹
梁
を
受
け
る
。
中
備
は
蟇
股
と
す
る
。

妻
組
は
虹
梁
大
瓶
束
形
式
で
棟
木
を
受
け
、
束
脇
に
笈
形
を
備
え
る
（
５
）（
写
真
14
〜
16
）。

軒
は
二
軒
繁
垂
木
で
、
正
面
軒
は
身
舎
の
地
垂
木
を
打
ち
越
し
て
飛
檐
垂
木
を
重
ね
て
二
軒
と
す

る
。
垂
木
間
隔
は
正
面
柱
間
三
尺
を
十
八
支
（
一
支
一
・
六
七
寸
）
と
し
、
螻
羽
は
九
・
五
支
目
を
破

風
板
と
す
る
。
破
風
板
は
拝
懸
魚
・
降
懸
魚
・
庇
降
懸
魚
を
備
え
る
（
６
）（
写
真
17
・
18
）。
拝
懸
魚

は
『
河
内
家
文
書
』「
文
化
三
寅
四
月　

戸
つ
か
上
ヤ
ベ　

松
尾
大
明
神
社
懸
魚
用
」
に
類
似
す
る
。

身
舎
は
正
面
に
扉
口
を
構
え
、
側
面
と
背
面
は
横
板
壁
と
す
る
。
扉
口
は
小
脇
板
と
方
立
を
備

え
て
扉
を
両
外
開
き
に
吊
り
込
む
。
扉
は
上
下
に
端
嵌
を
付
し
た
一
枚
板
で
、
召
し
合
わ
せ
に
定
規

縁
を
備
え
る
（
７
）（
写
真
14
）。

縁
腰
組
は
持
ち
送
り
で
指
肘
木
を
支
え
る
。
持
ち
送
り
足
元
は
長
押
で
見
切
り
、
長
押
下
は
横
板

壁
と
す
る
。
身
舎
背
面
腰
下
も
横
板
壁
と
す
る
。
縁
は
跳
高
欄
付
の
切
目
縁
で
、
正
面
の
高
欄
は
擬

宝
珠
柱
に
お
さ
め
（
現
在
擬
宝
珠
金
具
欠
失
）、
側
面
の
高
欄
後
端
は
脇
障
子
柱
に
お
さ
め
る
。
脇

障
子
は
胴
部
に
透
か
し
彫
を
嵌
め
、
上
部
は
竹
の
節
と
襷
を
備
え
る
。

庇
柱
と
浜
縁
は
切
目
長
押
で
見
切
り
、
庇
柱
と
木
階
足
元
も
長
押
で
見
切
る
。

屋
根
は
杮
葺
で
、
二
重
軒
付
と
す
る
（
蛇
腹
は
使
用
し
な
い
）。
大
棟
は
品
軒
上
に
箱
棟
を
構
え
、

両
端
に
鰭
付
の
鬼
板
を
備
え
て
樋
棟
を
架
け
渡
す
。
屋
根
の
箕
甲
が
大
き
い
点
は
松
尾
神
社
本
殿
と

同
じ
で
、
屋
根
は
建
築
当
初
の
形
式
を
留
め
る
ら
し
い
こ
と
、
隅
に
損
壊
が
認
め
ら
れ
関
東
大
震
災

被
害
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
、
は
松
尾
神
社
本
殿
と
同
様
で
あ
る
。
た
だ
し
篠
塚
八
幡
社
本
殿
は
大
棟

部
分
が
ほ
ぼ
完
存
し
て
い
る
点
が
特
筆
さ
れ
、
松
尾
神
社
本
殿
大
棟
の
旧
形
式
を
考
え
る
上
で
参
考

に
な
る
（
８
）（
写
真
５
・
19
・
20
）。

建
築
装
飾
は
、
本
殿
全
体
に
彫
物
を
多
数
施
す
点
が
注
目
さ
れ
る
。
特
に
、
庇
正
面
の
中
備
が
竜

の
厚
肉
彫
で
あ
る
点
、
小
脇
板
の
透
か
し
彫
、
側
面
と
背
面
の
大
羽
目
透
か
し
彫
、
妻
組
の
大
ぶ
り

な
笈
形
が
注
目
さ
れ
る
。
た
だ
し
足
元
廻
り
と
背
面
腰
下
に
は
透
か
し
彫
を
配
置
し
て
い
な
い
（
写

真
７
）。
な
お
、
手
挟
・
笈
形
・
大
羽
目
透
か
し
彫
な
ど
に
彩
色
痕
跡
が
明
瞭
に
認
め
ら
れ
、
彩
色

を
施
し
た
建
築
彫
刻
に
よ
り
華
や
か
に
彩
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
錺
金
具
は
長
押
金
具
と
擬

宝
珠
（
欠
失
）
だ
け
で
あ
る
（
９
）（
写
真
21
・
22
）。

こ
の
よ
う
に
、
篠
塚
八
幡
社
本
殿
は
、
小
型
の
一
間
社
流
造
で
あ
る
が
装
飾
性
の
高
い
総
欅
造

の
贅
沢
な
建
築
で
あ
る
点
、
松
尾
神
社
・
坂
本
第
六
社
と
同
時
に
造
営
が
進
行
し
た
こ
と
が
判
明
す

る
点
、
造
営
に
鎌
倉
の
名
門
大
工
家
（
河
内
家
）
と
江
戸
の
正
統
的
な
彫
物
大
工
が
関
与
し
て
い
る

点
、
建
築
当
初
か
ら
覆
屋
内
に
安
置
さ
れ
て
き
た
た
め
に
基
礎
か
ら
屋
根
ま
で
創
建
時
の
遺
構
を
ほ

ぼ
留
め
る
点
、
屋
根
は
当
初
の
杮
葺
と
大
棟
が
ほ
ぼ
完
存
す
る
点
、
が
貴
重
で
あ
る
。　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
野
敏
）

【
注
】

（
１
）
篠
塚
八
幡
社
の
名
称
は
『
横
浜
の
近
世
社
寺　

１
神
社
編
』（
横
浜
市
教
育
委
員
会
文
化
財
課
、

一
九
九
一
年
）
の
記
載
に
倣
っ
た
。
な
お
、
篠
塚
八
幡
社
棟
札
は
「
篠
塚
八
幡
宮
」・
松
尾
神
社

棟
札
写
は
「
篠
塚
八
幡
宮
」、『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
』
は
「
篠
塚
八
幡
宮
」、『
神
奈
川
県
近
世

社
寺
調
査
報
告
書
』（
神
奈
川
県
教
育
委
員
会
、
一
九
九
三
年
）
は
「
篠
塚
八
幡
神
社
」
と
記
し
、

神
奈
川
県
知
事
所
轄
の
宗
教
法
人
名
簿
は
「
八
幡
社
」
と
す
る
。

（
２
）
お
も
て
面
に
「
篠
塚
八
幡
宮 

覆
殿 

拝
殿 

新
築
記
念
碑 

昭
和
四
十
一
年
四
月
吉
日
竣
工
」
と

刻
み
、
裏
面
に
新
築
に
か
か
わ
っ
た
関
係
者
名
を
刻
む
。

（
３
）
土
台
は
身
舎
庇
一
連
で
矩
形
枠
に
組
ん
で
い
る
。
庇
柱
は
足
元
の
見
え
隠
れ
ま
で
唐
戸
面
を

施
し
て
い
る
。
切
石
礎
石
内
面
は
、
木
製
土
台
際
よ
り
若
干
大
き
め
に
配
置
す
る
。
身
舎
側
面

は
柱
間
中
間
に
腰
組
用
の
束
を
挿
入
し
て
い
る
。
背
面
羽
目
板
は
欅
の
立
派
な
一
枚
板
で
あ
る
。

（
４
）
海
老
虹
梁
は
尻
が
大
き
く
跳
ね
上
が
る
形
状
が
特
徴
で
あ
る
。
手
挟
は
籠
彫
で
彩
色
が
比
較

的
よ
く
残
る
。
海
老
虹
梁
形
状
と
手
挟
の
籠
彫
は
、
篠
塚
八
幡
社
本
殿
と
よ
く
似
て
い
る
。

（
５
）妻
組
は
虹
梁
大
瓶
束
形
式
で
、大
瓶
束
両
脇
に
大
ぶ
り
な
笈
形
を
備
え
る
。笈
形
・
蟇
股
の
彫
刻
・

木
鼻
や
絵
様
に
は
塗
装
痕
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
素
木
の
総
欅
造
を
主
体
に
し
て
彫
物
に
限
定

し
て
彩
色
を
施
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
６
）。
懸
魚
は
猪
目
懸
魚
と
鏑
懸
魚
と
雁
股
懸
魚
の
合
成
の
よ
う
な
形
式
で
、
鰭
は
備
え
な
い
。
六

葉
と
菊
座
は
標
準
的
な
形
式
で
あ
る
。

（
７
）
扉
脇
は
方
立
柱
と
小
脇
板
を
備
え
、
小
脇
板
を
透
か
し
彫
で
飾
る
。
小
脇
板
の
彫
物
は
、
松

尾
神
社
本
殿
は
鯉
の
滝
登
り
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
花
卉
（
菖
蒲
）
と
す
る
。
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（
８
）
軒
付
の
汚
損
・
破
損
が
少
な
く
、
裏
甲
や
破
風
板
に
漏
水
痕
も
な
い
の
で
、
屋
根
は
文
化
四

年
（
一
八
〇
六
）
竣
工
時
の
可
能
性
が
高
い
。
棟
札
は
拝
殿
と
雨
覆
な
ど
も
再
建
し
た
と
伝
え
、

当
初
か
ら
覆
屋
が
存
在
し
た
た
め
に
、
本
殿
屋
根
の
保
存
状
態
が
良
い
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
屋

根
全
体
の
保
存
状
態
が
良
好
な
中
で
、
軒
先
の
隅
部
分
は
損
傷
が
甚
大
な
部
分
も
存
在
す
る
（
写

真
20
）。
関
東
大
震
災
時
の
揺
れ
に
伴
う
覆
屋
と
の
接
触
に
よ
る
損
傷
と
思
わ
れ
る
。

（
９
）
擬
宝
珠
金
具
は
失
わ
れ
て
い
る
。
取
付
い
た
釘
痕
は
あ
る
の
で
、
あ
る
時
期
に
失
わ
れ
た
こ

と
に
な
る
。
切
目
長
押
の
金
具
も
ほ
と
ん
ど
欠
損
し
て
い
る
が
、
痕
跡
か
ら
見
て
松
尾
神
社
本

殿
同
様
の
饅
頭
金
具
で
あ
ろ
う
。

2　

篠
塚
八
幡
社
拝
殿
・
幣
殿
・
本
殿
覆

　
　

屋
（
覆
殿
）　

正
側
面
全
景

3　

篠
塚
八
幡
社
拝
殿
・
覆
殿
新
築

　
　

記
念
碑

1　

篠
塚
八
幡
社　

御
社
造
営
棟
札

寸法は実測値㎜で記載し（ ）に計画尺を示す

図　篠塚八幡社本殿平面図



－ 29－

4　

篠
塚
八
幡
社
本
殿　

正
面
全
景

6　

篠
塚
八
幡
社
本
殿　

正
側
面

8　

篠
塚
八
幡
社
本
殿　

大
羽
目
彫
物
の
詳
細

9　

篠
塚
八
幡
社
本
殿　

内
部
（
庇
部
分
と
身
舎
境
）

5　

篠
塚
八
幡
社
本
殿　

大
棟
詳
細

7　

篠
塚
八
幡
社
本
殿　

背
側
面

鬼
おにいた

板

樋
ひむ ね

棟

品
しなのき

軒

箕
みのこう

甲

鰭
ひれ

箱棟屋根板

箱棟胴板

落ち込み
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10　

篠
塚
八
幡
社
本
殿　

内
部
（
身
舎
側
面
と
背
面
）

12　

庇
見
返
し

14　

篠
塚
八
幡
社
本
殿　

身
舎
正
面
見
上
げ

11　

篠
塚
八
幡
社
本
殿　

庇
正
面

13　

篠
塚
八
幡
社
本
殿　

庇
側
面

15　

篠
塚
八
幡
社
本
殿　

身
舎
側
面
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16　

篠
塚
八
幡
社
本
殿　

身
舎
妻
組

18　

篠
塚
八
幡
社
本
殿　

庇
部
降
懸
魚

20　

篠
塚
八
幡
社
本
殿　

杮
葺
屋
根
の
軒
付
損
傷
部
分　

　
　
（
背
面
北
側
面
）

21　

篠
塚
八
幡
社
本
殿

　
　

縁
高
欄
擬
宝
珠

22　

篠
塚
八
幡
社
本
殿

　
　

身
舎
内
法
長
押
金
具
痕
跡

19　

篠
塚
八
幡
社
本
殿　

杮
葺
屋
根
の

　
　

軒
付
拝
み
部
分
と
鬼
板
・
樋
棟

17　

篠
塚
八
幡
社
本
殿　

身
舎
妻
飾
と
河
内
家
文
書
の
懸
魚

　
　

原
寸
図



－ 32－

　
坂
本
第
六
社
本
殿

第
六
社　
戸
塚
区
戸
塚
町
三
六
九
三　
　
　
　
　

（
所
在
地　

戸
塚
区
上
矢
部
町
字
坂
本
二
九
六
九
）

『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
』
に
よ
る
と
、
坂
本
第
六
社
は
小
名
坂
本
の
鎮
守
と
記
す
（
１
）。
祭
神
は

面
足
尊
・
惶
根
尊
二
神
を
祀
る
。
現
在
、
本
殿
は
拝
殿
後
方
の
覆
屋
内
に
建
つ
。
現
在
の
拝
殿
と
覆

屋
は
昭
和
の
建
築
と
認
め
ら
れ
、
昭
和
五
十
九
年
（
一
九
八
四
）
に
屋
根
を
葺
き
替
え
た
こ
と
を
記

念
碑
に
記
し
て
い
る
（
写
真
２
）。
な
お
記
念
碑
は
覆
屋
を
本
殿
と
呼
ぶ
が
、
内
部
安
置
の
社
殿
が

本
殿
で
あ
る
。

坂
本
第
六
社
本
殿
は
、
覆
屋
内
に
南
面
し
て
建
つ
総
欅
造
の
一
間
社
流
造
で
、
屋
根
は
一
文
字

鉄
板
葺
で
あ
る
（
２
）（
写
真
１
〜
４
）。

正
面
お
よ
び
両
側
面
に
巡
ら
し
た
切
目
縁
は
腰
組
で
支
え
、
正
面
に
五
級
木
階
と
浜
縁
を
備
え

る
。
身
舎
の
正
面
柱
間
は
三
尺
、
同
側
面
柱
間
は
二
・
六
尺
、
庇
側
面
柱
間
は
二
・
二
五
尺
あ
る
い
は

二
・
三
尺
の
計
画
と
思
わ
れ
る
（
図
）。

坂
本
第
六
社
本
殿
は
、
屋
根
が
鉄
板
葺
に
変
更
さ
れ
て
い
る
以
外
は
、
規
模
は
も
と
よ
り
基
礎
・

軸
部
・
組
物
・
軒
・
造
作
な
ど
の
建
築
各
部
お
よ
び
装
飾
細
部
に
至
る
ま
で
ほ
ぼ
篠
塚
八
幡
社
本
殿

と
同
じ
で
あ
る
（
３
）（
写
真
５
〜
15
）。
特
に
建
築
装
飾
で
あ
る
彫
物
に
彩
色
痕
跡
を
留
め
る
度
合
い

が
他
の
二
社
よ
り
多
く
（
写
真
７
・
８
・
10
・
11
）、
こ
の
本
殿
も
ま
た
建
築
当
初
か
ら
覆
屋
に
守

ら
れ
て
き
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
ま
た
、
坂
本
第
六
社
本
殿
に
関
す
る
棟
札
記
録
は
確
認
で
き

な
か
っ
た
が
、
御
神
体
を
安
置
す
る
茵
の
中
央
に
「
奉
納
第
六
天
神
宮
」、
東
脇
に
「
文
化
七
年
庚

午
□
□
」、
西
脇
に
「
菊
月
仲
七
日
文
化
七
年
」
の
墨
書
が
認
め
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
坂
本
第
六

社
本
殿
は
、
篠
塚
八
幡
社
棟
札
お
よ
び
松
尾
神
社
棟
札
写
が
伝
え
る
寛
政
十
三
年
（
一
八
〇
一
）
二

月
六
日
議
定
、
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
七
月
二
十
三
日
伐
木
、
同
三
年
正
月
二
十
六
日
釿
初
、
同

四
年
六
月
十
九
日
上
棟
、
同
年
同
月
二
十
五
日
遷
宮
に
相
当
す
る
本
殿
で
、
河
内
長
左
衛
門
智
英
を

棟
梁
と
し
河
内
吉
左
衛
門
豊
久
と
江
戸
の
彫
工
石
川
藤
吉
郎
豊
信
が
関
与
し
た
建
築
と
考
え
る
こ
と

が
妥
当
で
あ
る
。
本
来
の
屋
根
は
篠
塚
八
幡
神
社
本
殿
と
同
じ
二
重
軒
付 

（
蛇
腹
な
し
）
の
杮
葺
で

あ
っ
た
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
坂
本
第
六
社
本
殿
は
、
小
型
の
一
間
社
流
造
で
あ
る
が
装
飾
性
の
高
い
総
欅
造
の

贅
沢
な
建
築
で
あ
る
点
、
松
尾
神
社
・
坂
本
第
六
社
と
同
時
に
造
営
が
進
行
し
た
と
考
え
ら
れ
る
点
、

造
営
に
鎌
倉
の
名
門
大
工
家
（
河
内
家
）
と
江
戸
の
正
統
的
な
彫
物
大
工
の
関
与
が
考
え
ら
れ
る
点
、

建
築
当
初
か
ら
覆
屋
内
に
安
置
さ
れ
て
き
た
た
め
に
基
礎
か
ら
屋
根
ま
で
創
建
時
の
遺
構
を
ほ
ぼ
留

め
る
点
、
三
棟
の
本
殿
の
中
で
彩
色
残
存
度
が
最
も
高
い
点
、
が
貴
重
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
野
敏
）

　
　
　

【
注
】

（
１
）
坂
本
第
六
社
の
名
称
は
『
横
浜
の
近
世
社
寺　

１
神
社
編
』（
横
浜
市
教
育
委
員
会
文
化
財
課
、

一
九
九
一
年
）
の
「
第
六
社
」
の
記
載
を
参
照
し
、
上
矢
部
地
区
に
も
う
一
件
同
名
神
社
が
あ
る

た
め
坂
本
第
六
社
と
し
た
。
な
お
、
篠
塚
八
幡
社
棟
札
は
「
坂
本
第
六
天
宮
」・
松
尾
神
社
棟
札

写
は
「
坂
本
第
六
天
社
」、『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
』
は
「
第
六
天
社
」、
文
化
三
年
茵
銘
は
「
第

六
天
神
宮
」
文
久
三
年
扁
額
は
「
第
六
天
神
」、『
神
奈
川
県
近
世
社
寺
調
査
報
告
書
』（
神
奈
川

県
教
育
委
員
会
、
一
九
九
三
年
）
は
「
第
六
天
神
社
」
と
し
、
神
奈
川
県
知
事
所
轄
の
宗
教
法

人
名
簿
は
「
第
六
社
」
と
す
る
。

（
２
）
屋
根
は
裏
甲
ま
で
は
欅
の
当
初
材
で
、
そ
の
上
の
屋
根
下
地
を
改
修
し
て
一
文
字
葺
鉄
板
で

覆
っ
た
ら
し
い
。
棟
は
頂
部
を
塞
ぐ
簡
易
な
形
式
で
、
鬼
板
・
千
木
・
勝
男
木
な
ど
は
備
え
な
い

（
３
）
身
舎
側
面
と
背
面
の
内
法
長
押
と
切
目
長
押
間
は
半
長
押
を
配
し
て
横
板
壁
と
し
、
外
面
に

透
か
し
彫
を
大
羽
目
と
す
る
。
彫
物
に
は
わ
ず
か
に
彩
色
痕
が
認
め
ら
れ
る
。
脇
障
子
に
も
透

か
し
彫
を
は
め
込
む
。
な
お
、
背
面
腰
下
は
欅
の
一
枚
板
羽
目
と
す
る
が
外
面
に
彫
物
は
取
り

付
け
な
い
。

庇
柱
は
頂
部
を
虹
梁
状
頭
貫
で
繫
ぎ
、
庇
柱
と
身
舎
柱
は
海
老
虹
梁
で
繫
ぐ
。
庇
柱
は
唐
戸

面
取
の
角
柱
で
、
庇
柱
頂
の
木
鼻
は
前
方
に
唐
獅
子
、
側
面
に
獏
の
彫
物
を
懸
鼻
と
す
る
。
庇

組
物
は
連
三
斗
組
で
内
側
に
手
挟
を
組
む
。
中
備
は
組
物
間
全
体
に
竜
の
厚
肉
彫
を
配
し
、
も

は
や
蟇
股
と
は
い
え
な
い
形
状
と
な
る
。
彫
物
の
彩
色
は
比
較
的
よ
く
残
る
。

海
老
虹
梁
は
尻
が
大
き
く
跳
ね
上
が
る
形
状
が
特
徴
で
あ
る
。
手
挟
は
籠
彫
で
彩
色
が
比
較

的
よ
く
残
る
。
海
老
虹
梁
形
状
と
手
挟
の
籠
彫
は
、
篠
塚
八
幡
社
本
殿
と
よ
く
似
て
い
る
。

身
舎
組
物
は
出
組
で
、
小
天
井
板
に
彫
物
は
施
さ
な
い
。
手
先
の
斗
に
絵
様
刳
形
付
実
肘
木

を
直
接
組
ん
で
、
桁
行
は
軒
桁
、
梁
行
は
妻
虹
梁
を
受
け
る
。
中
備
は
蟇
股
を
配
す
。
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身
舎
の
正
面
と
側
面
に
跳
高
欄
付
の
縁
を
巡
ら
し
、
正
面
は
登
高
欄
付
の
五
級
木
階
を
設
け
、

跳
高
欄
と
登
高
欄
の
交
差
部
に
擬
宝
珠
柱
を
立
て
る
。
切
目
縁
は
指
肘
木
と
持
送
り
に
よ
る
腰

組
で
支
え
る
。
指
肘
木
の
先
端
は
絵
様
刳
形
を
施
し
、
持
送
り
も
絵
様
刳
形
を
施
す
。

身
舎
柱
は
長
押
と
貫
で
繫
ぐ
。
正
面
は
内
法
長
押
と
縁
長
押
に
半
長
押
を
取
り
付
け
、
中
央

に
両
外
開
き
の
板
扉
を
吊
り
込
む
。
扉
は
上
下
に
端
嵌
付
で
召
し
合
わ
せ
に
定
規
縁
を
備
え
る
。

扉
脇
は
方
立
柱
と
小
脇
板
を
備
え
、
小
脇
板
外
面
を
透
か
し
彫
で
飾
る
。
松
尾
神
社
本
殿
の
小

脇
板
前
は
鯉
の
滝
登
り
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
が
、こ
こ
で
は
篠
塚
八
幡
社
本
殿
同
様
に
花
卉
（
菖
蒲
）

と
す
る
。

妻
組
は
虹
梁
大
瓶
束
形
式
で
、
大
瓶
束
両
脇
に
大
ぶ
り
な
笈
形
を
備
え
る
。
笈
形
・
蟇
股
の

彫
刻
・
木
鼻
彫
物
や
絵
様
は
赤
色
ま
た
は
白
色
（
緑
青
下
地
か
）
の
塗
装
痕
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、

総
欅
造
の
彫
物
部
に
限
り
彩
色
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

破
風
板
は
拝
懸
魚
（
写
真
12
）
と
降
懸
魚
（
写
真
13
・
14
）
を
備
え
、
庇
部
に
も
降
懸
魚
（
写

真
15
）
を
備
え
る
。
懸
魚
は
猪
目
懸
魚
と
鏑
懸
魚
と
雁
股
懸
魚
の
合
成
形
式
と
い
え
、
鰭
は
付

か
な
い
。
六
葉
と
菊
座
は
標
準
的
な
形
式
で
あ
る
。
拝
懸
魚
の
形
状
は
『
河
内
家
文
書
』
の
「
文

化
三
年
寅
四
月
上
ヤ
ベ
（
上
矢
部
）
松
尾
大
明
神
社
懸
魚
用
」
の
拝
懸
魚
・
六
葉
菊
座
原
寸
図

に
よ
く
似
て
い
る
。

寸法は実測値㎜で記載し（ ）に計画尺を示す

図　坂本第六社本殿平面図
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2　

坂
本
第
六
社　

改
修
記
念
碑

　
　
（
昭
和
五
十
九
年
九
月
）

1　

坂
本
第
六
社
拝
殿　

正
面
全
景

3　

坂
本
第
六
社
本
殿　

正
側
面
全
景

4　

坂
本
第
六
社
本
殿　

鉄
板
一
文
字
葺
屋
根
の
詳
細

6　

坂
本
第
六
社
本
殿　

正
面
庇
詳
細

5　

坂
本
第
六
社
本
殿　

背
側
面
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8　

坂
本
第
六
社
本
殿　

庇
の
海
老
虹
梁
・
手
挟
と
身
舎
組

7　

坂
本
第
六
天
社
本
殿　

正
面
庇　

虹
梁
と
中
備
の
見
返
し

9　

坂
本
第
六
社
本
殿　

庇
の
木
階
お
よ
び
登
高

　
　

欄
、
身
舎
の
跳
高
欄
付
縁

11　

坂
本
第
六
社
本
殿　

身
舎
中
備
お
よ
び
妻
組
（
西
側
面
）

10　

坂
本
第
六
社
本
殿　

身
舎
正
面
扉

12　

坂
本
第
六
社
本
殿　

妻
飾
懸
魚
（
西
側
面
）



－ 36－

15　

坂
本
第
六
社
本
殿　

庇
の
降
懸
魚

13　

坂
本
第
六
社
本
殿　

拝
懸
魚

14　

坂
本
第
六
社
本
殿　

降
懸
魚
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松
尾
神
社
本
殿
・
篠
塚
八
幡
社
本
殿
・
坂
本
第
六
社
本
殿
が
揃
っ
て

　
残
っ
た
こ
と
の
意
義

　

松
尾
神
社
本
殿
棟
札
写
と
篠
塚
八
幡
社
棟
札
は
、
上
矢
部
村
内
の
三
つ
の
小
名
（
上
村
・
篠
塚
・

坂
本
）に
お
け
る
各
々
の
鎮
守
社
再
建
造
営
が
同
時
進
行
し
た
こ
と
を
伝
え
る
点
で
大
変
興
味
深
い
。

こ
の
再
建
造
営
事
業
を
伝
え
る
証
と
し
て
、
各
社
と
も
本
殿
だ
け
が
当
時
の
建
築
遺
構
を
留
め

て
い
る
点
は
、
当
初
か
ら
雨
覆
（
覆
屋
）
に
護
ら
れ
て
き
た
こ
と
、
お
よ
び
歴
代
の
氏
子
に
よ
り
大

切
に
継
承
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
物
語
る
。

あ
ら
た
め
て
三
棟
の
本
殿
を
通
覧
す
る
と
、
い
ず
れ
も
総
欅
造
の
一
間
社
流
造
で
、
社
殿
全
体
に

彩
色
付
の
建
築
彫
刻
を
配
し
、
華
や
か
に
飾
っ
て
い
た
。
屋
根
は
一
棟
が
改
修
さ
れ
て
い
る
が
残
り

二
棟
か
ら
判
断
し
て
杮
葺
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
三
棟
の
な
か
で
、
規
模
、
組
物
形
式
、
屋
根
軒

付
の
上
等
な
仕
様
、
建
築
装
飾
へ
の
徹
底
的
な
こ
だ
わ
り
に
お
い
て
、
松
尾
神
社
本
殿
が
や
や
格
上

と
認
め
ら
れ
る
。
一
方
、
同
規
模
・
同
形
式
で
作
ら
れ
た
篠
塚
八
幡
社
本
殿
と
坂
本
第
六
社
本
殿
は
、

松
尾
神
社
本
殿
に
準
じ
て
計
画
さ
れ
た
も
の
の
、
規
模
・
組
物
・
屋
根
軒
付
・
装
飾
に
お
い
て
若
干

抑
え
気
味
に
造
る
。
す
な
わ
ち
上
矢
部
村
の
隣
接
す
る
三
小
名
に
お
い
て
、
同
時
期
に
同
じ
工
匠
に

造
営
を
依
頼
し
、
そ
の
建
築
に
若
干
の
差
異
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
各
地
域
の
規
模
や
相
互
関
係

が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
た
め
横
浜
市
の
近
世
後
期
寺
社
造
営
の
実
態
を
伝

え
る
存
在
と
し
て
、
三
社
の
本
殿
す
べ
て
が
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
野
敏
）

【
参
考
文
献
】

横
浜
市
文
化
財
総
合
調
査
会
近
世
社
寺
重
要
遺
構
調
査
団
編『
横
浜
の
近
世
社
寺
建
築　

１
神
社
編
』

（
横
浜
市
教
育
委
員
会
文
化
財
課
、
一
九
九
一
年
）

神
奈
川
県
教
育
庁
生
涯
学
習
部
文
化
財
保
護
課
編
『
神
奈
川
県
近
世
社
寺
建
築
調
査
報
告
書
』（
神

奈
川
県
教
育
委
員
会
、
一
九
九
三
年
）

伊
藤
龍
一
「
関
東
の
彫
物
大
工
の
系
譜
と
幕
府
彫
物
大
工
棟
梁
高
松
家
」（『
日
本
建
築
学
会
計
画
系

論
文
報
告
集
』
四
一
四
、一
九
九
一
年
）
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總
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